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官
営

三
池

炭
鉱

の
払
下
げ

を
め
ぐ

っ
て

そ
の
背
景
と
払
下
げ
価
格
の
根
拠
な
ど
の
再
考

四

宮

俊

之

一二三四五

は
じ
め
に

払
下
げ
の
背
景

払
下
げ
最
低
価
格
の
算
定
根
拠

三
井
に
よ
る
落
札
と
三
菱
の
動
き

む
す
び

↓

は
じ
め
に

明
治
期

の
農
商
務
省
調
査
に
よ
る
全
国
石
炭
生
産
高
は
、
明
治
七
年
の
二

一
万

ト
ン
が

一
六
年

一
〇
〇
万
ト
ン
、
二

一
年

二
〇
二
万
ト
ン
、
二
四
年
三

一
八
万
ト

ン
、
二
七
年
四
二
八
万
ト
ン
、

二
九
年
五
〇
三
万
ト
ン
へ
と
、
明
治

一
〇
、
二
〇
年

代
に
は
や
く
も
顕
著
な
増
加
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
石
炭
生
産
の
拡
大
は
、

幕
府
期
か
ら
採
掘
さ
れ
て
い
た
高
島
や
三
池
な
ど
の
有
力
な
炭
鉱
に
お
い
て
一
応
の

近
代
的
出
炭
体
制
が
整
備
さ
れ
、
ま
た
や
が
て
日
本
最
大
の
石
炭
生
産
地
と
な
る

筑
豊
に
新
し
い
炭
鉱
が
開
発
さ
れ
出
し
た
こ
と
に
よ
る
。
勿
論
、
そ
の
背
景
に
は
、

明
治

一〇
年
代

に
お
け
る
中
国
向
輸
出

の
急
増
、

一
九
年
頃
か
ら
の
工
場
用
炭
に
た

い
す
る
国
内
需
要
の
増
加
と
い
っ
た
市
場
機
会
の
拡
大
が
あ

っ
た
。

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
官
営
三
池
炭
鉱
の
払
下
げ
は
、
ま

さ
に
か
か
る
明
治
前
期

の
炭
鉱
業
史
に
お
け
る

一
つ
の
エ
ポ

ッ
ク

・
メ
ー
キ
ン
グ

的
出
来
事
で
あ
っ
た
。
周
知

の
よ
う
に
九
州
大
牟
田
の
三
池
炭
鉱
は
、
明
治
六
年

工
部
省
に
よ

っ
て
官
有
化

(
後
に
農
商
務
省
、
大
蔵
省
に
移
管
)
さ
れ
、

一
四
年

以
降
全
国
石
炭
生
産
高

の
約

一
五
～
二
〇
%
を
占
め
る
わ
が
国
有
数
の
大
炭
鉱

で

あ

っ
た
。
そ
の
上
、
炭
質

の
優
れ
、
採
炭

コ
ス
ト
の
低
か

っ
た
三
池
炭
は
、
三
井

物
産

に
よ
る
委
託
販
売
制
の
採
用
と
相
侯

っ
て
、
主
に
上
海

・
香
港
な
ど
の
中
国

市
場
へ
輸
出

さ
れ
、
政
府
に
と

っ
て
貴
重
な
外
貨
収
入
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
②

し
か
し
、
こ
う
し
た
官
営
三
池
炭
鉱
の
発
展
は
、
内
外
市
場
に
お
い
て
民
間
炭

鉱
業
者
の
圧
迫
を
引
き
起
こ
し
た
た
め
に
、
彼
ら
か
ら
官
営
に
対
す
る
批
判
を
浴

び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
政
府
は
、
明
治
二

一
年
三
池
炭
鉱
の
民
間
払

下
げ
を
決
定
し
、
当
時
異
例
な
四
五
五
万
五
〇
〇
〇
円
の
高
価
格
に
よ

っ
て
二
二

年
三
井
に
引
き
渡
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
払
下
げ
に
つ
い
て
は
、
従

来
か
ら
明
治
政
府

の
採

っ
た
殖
産
興
業
政
策
と
の
関
連
に
よ
っ
て
相
当
論
議
さ
れ

て
き
た
。
そ
こ
で
、
最
初
に
こ
う
し
た
従
来

の
研
究
を
概
観
し
て
、
次
に
本
稿

の

い
く

つ
か
の
論
点
を
あ
ら
か
じ
め
簡
単
に
示
し
て
お
き
た
い
。

明
治
前
期
の
官
業
払
下
げ
、
と
く
に
そ
の
契
機

に
関
し
て
は
、
昭
和
三
〇
年
代

後
半
以
降
、
永
井
秀
夫
、
小
林
正
彬

の
両
氏
な
ど
に
よ
っ
て
旧
来

の
通
説
が
批
判

的
に
再
検
討
さ
れ
、
新
た
な
研
究
局
面
が
ひ
ら
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

永
井
氏
は
、
そ
れ
ま
で
対
立
し
て
き
た
官
業
払
下
げ
の
契
機
に
つ
い
て
の
三
見
解
、

す
な
わ
ち
政
府
の
財
政
緊
縮
政
策
を
主
因
と
し
た
財
政
原
因
説
、
官
業

に
た
い
す

る
民
業
優
位

の
承
認
を
主
因
と
し
た
民
間
産
業
勃
興
説
、
官
業

の
軍
器
生
産

へ
の

重
点
化
と
財
閥
の
構
築
化
を
主
因
と
し
た
産
業
再
編
成
説
を
、
い
ず
れ
も
実
証
的

考
察
を
欠
く

一
律
的
規
定
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、

そ
れ
ぞ
れ
論
者

の
殖
産
興
業
政
策
に
つ
い
て
の
理
解
度

の
相
違
に
よ

っ
て
、
す
べ

て
の
官
業
払
下
げ
に
共
通
し
て
見
出
せ
る
事
実

の
一
面
を
捉
え
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
小
林
氏
は
、
明
治

=
二
年
か
ら
二
九
年
ま
で
の
官
業
払

下
げ
を
三
段
階
に
時
期
区
分
し
、
右

の
三
見
解
が
順
を
追

っ
て
照
応
す
る
こ
と
を



指
摘
さ
れ
た
。
か
く
て
、
従
来

一
括
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
官
業
払
下
げ
は
、
個

々
の
ケ
ー
ス
あ
る
い
は
時
期
に
よ
っ
て
実
証
的
に
分
析

・
検
討
す
る
途
が
開
か
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
⑥

こ
う
し
た
官
業
払
下
げ
全
般
の
研
究
動
向
に
従

っ
て
、
三
池
炭
鉱

の
払
下
げ
に

つ
い
て
も
、
す
で
に
か
な
り
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
小
林
氏
は
、
そ
の
払

下
げ
を
は
じ
め
て
詳
細
に
検
討
し
、
官
業
払
下
げ
の
第
三
段
階
、

つ
ま
り
軍
事
予

算
拡
大
な
ど
軍
備
強
化

の
動
き
と
並
行
し
た
産
業
再
編
成
説
の
範
疇
に
あ
る
払
下

げ
の
端
緒
を
な
す
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
当
時

の
民
権
運
動
高

揚
に
結
び
つ
い
た
官
業
独
占

の
非
難
、
国
会
開
設
に
先
立

っ
て
政
府
財
政

の
整
理

を
終
え
よ
う
と
す
る
政
府
内
部

の
意
見
、
ま
た
政
官
界
に
お
い
て
三
井

に
つ
な
が

る
旧
長
州
藩
出
身
者
と
三
菱

に
つ
な
が

る
旧
薩
摩
藩
出
身
者
と
の
政
治
経
済
両
面

に
わ
た
る
確
執
を
指
摘
さ
れ
た
。

そ
の
後
田
中
修
氏
は
、
こ
の
小
林
氏

の
研

究
を
前
提
に
、
払
下
げ

の
主
因
と
し
て
三
池
炭

の
内
外
市
場
に
お
け
る
三
菱
な
ど

民
間
炭
鉱
業
者

の
圧
追
、
三
菱
と
密
接

な
関
係
を
も

つ
大
隈
重
信
の
入
閣
を
強
調

さ
れ
た
・
⑤

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
従
来

の
研
究
に
は
、
次

の
よ
う
な
問
題
が
依
然
残

っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
菱
を
中
心
に
し
た
民
間

の
払
下
げ
運
動
が
指
摘

さ
れ
な
が
ら
、
未
だ
民
間
炭
鉱
業

の
発
展
に
ま
で
関
連
さ
せ
て
十
分
に
論
じ
ら
れ

な
か

っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
払
下
げ

の
性
格
を
理
解
す
る
上

で
重
要
な
鍵
と
な

る
大
蔵
省

の
公
示
し
た
四
〇
〇
万
円
な

る
最
低
払
下
げ
価
格

に
つ
い
て
は
、
未
だ

確
定
的
な
算
定
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な

い
。
さ
ら
に
三
井

へ
の
払
下
げ
に
つ
い
て

も
、
三
菱
の
動
き
な
ど
と
関
連
さ
せ
て
具
体
的
に
十
分
論
じ
ら
れ
て
い
な
か

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
こ
う
し

た
問
題
に
焦
点
を
お
い
て
、
考
察

・
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

曲

①

『
日
本
炭
鉱

誌
0

』
明
四

}

(
『
明
治
前
期
産
業
発
達

史
資
料
、
別
冊

六
九

の
三

』
昭

四
五
、

三
二
頁
)

2ー

官
営
三
池
炭
鉱

の
経
営
活
動

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「
明

治
初
期

三
池
炭
鉱

の
近
代
化

過
程
」

(
明
治

大
学

『
経
営
論
集

』
第

二
四
巻

二
号

、
昭
五

一
)
、

お

よ
び
春

日

豊

「
官
営

三
池
炭

鉱
と
三
井
物
産

」

(
『
三
井
文
庫
論

叢

』
第

一
〇
号

、

昭
五

一
)

③

永
井
秀
夫

「
殖
産
興
業
政
策

論
」

(
『
北
海
道

大
学
文
学
部

紀
要

』

第

一
〇
号

、
昭

三
六
)
、
小
林
正
彬

「
近
代
産
業

の
形
成

と
官
業
払
下

げ
」

(
『
日

本

経
済
史

大
系

5
、
近
代
上

』
昭
四
〇
)
。
従
来

の
諸
研
究

に

つ
い
て
は
、
小
林

正
彬

「
官
業

払
下
げ

の
研
究
史
」

(関
東

学
院
大

『
経
済
系

』
第

九
六
集
、

昭

四
八

)
、
原
田
三
喜

男

「
殖
産
興
業
政
策

研
究

の
当
面
す

る
課
題
」

(
『
社

会
経

済
史

学

』
第

二
九
巻

一
号

、
昭
三

八
)
な
ど
を
参
照

さ
れ
た
い
。

勾

小
林
正
彬

「
三
池
炭
鉱

の
払
下

げ

に
つ
い
て
」

(和

洋
女
子
大

『
大
学

紀

要

』
第

一
〇
号

、
昭
四
〇
、

四
三
-
四
九
頁

)

⑤

田
中

修

「
工
部
省
所
管
事
業

の
払
下
げ

と
三
池
炭
鉱

の
払

下

げ
」

(
大
塚

久
雄
他
編

『
資
本

主
義

の
形
成

と
発
展

』
昭

四
三
、
七
八
ー
八

七
頁

)

口

払
下
げ
の
背
景

最
初

に
政
府
が
三
池
炭
鉱

の
払
下
げ
を
決
定
し
た
経
過
と
契
機
に
つ
い
て
、
殖

産
興
業
政
策
や
国
内
炭
鉱
業

の
発
展
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

周
知
の
よ
う
に
明
治
新
政
府
は
、
明
治
元
年
生
野
銀
山
を
官
収
し
た
の
を
最
初

に
、
旧
幕
府
や
諸
藩
が
所
管
し
て
き
た
重
要
鉱
山
を
漸
次
官
有
化
し
た
。
そ
の
う

ち
炭
鉱
で
は
、
六
年
五
月
に
三
池
炭
鉱
、
つ
い
で
七
年
高
島
炭
鉱
、

=

年
幌
内

炭
鉱
、

一
二
年
油
戸
炭
鉱
を
官
有
と
し
た
。
も

っ
と
も
、
政
府
は
、
財
政
収
入
の

増
加
に
直
結
す
る
金

・
銀

・
銅
な
ど
貨
幣
素
材

と
な
る
鉱
物

の
確
保
を
当
初
の
鉱

山
官
営
政
策
に
お
い
て
重
視
し
た
の
で
あ

っ
て
、
未
だ
工
業
的
用
途
あ
る
い
は
輸

出
需
要
の
限
ら
れ
た
石
炭
の
獲
得
に
特
別
な
関
心

を
も

た
な

か

っ
た
と

み
ら

れ
る
。
ω

三
池
炭
鉱
の
官
有
に
つ
い
て
も
、
旧
柳
川
藩
と
旧
三
池
藩
の
採
掘
者

間
に
生
じ
た
複
雑
な
坑
区
境
界
紛
争

の
解
決
を
目
的
に

「試

二
官
行
セ
ン
」
と
し

た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
所
管
元
で
あ
っ
た
工
部
省
は
、
官
有
化
し

て
間
の
な
い
六
年

一
二
月
早
く
も
官
営
中
止
を

一
旦
内

定
し

た

こ
と

さ
え
あ

っ



こ
。
②

ア
こ
う
し
た
政
府

の
炭
鉱
官
有
に
関
す
る
消
極
的
姿
勢
は
、
高
島
炭
鉱

の
場
合

に

如
実
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
島
炭
鉱
は
、
明
治
初
期
の
わ

が
国
に
お
い
て
最
も
進
ん
だ
洋
式
の
採
炭
体
制
を
整
え
て
い
た
最
大
の
炭
鉱
で
あ

っ
て
、
外
資
に
よ
る
乗

っ
取
り
を
阻
止
す

る
た
め
に
官
有
化
さ
れ
た
。
だ
が
、
政

府
は
、
外
資
の
排
除
に
成
功
す
る
と
、
僅

か

一
〇
ヵ
月
余

の
官
営
後
、
後
藤
象
二

郎

に
払
下
げ
た
の
で
あ
る
。
⑤

し
た
が

っ
て
、
政
府
工
部
省
で
は
、
炭
鉱
を
他

の
工
部
省
系
官
業

の
よ
う
に
模
範
勧
奨
的
事
業
と
し
て
官
営
す
る
意
向
が
も
と
も

と
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
結
果
、
三
池
炭
鉱
の
官
営
も
、
明
治
六
、
七
年
に
は

「定
額
金

(工
部
省

か
ら
供
給
さ
れ
る
営
業
用
資
金
1
引
用
者

注
)
増
加
新
坑
開
鑿
等

ノ
建
議

一
モ
許

可
ヲ
得
ル
所
ナ
シ
」
と
停
滞
し
て
い
た
。

け
れ
ど
も
、
八
年
に
炭
層
や
炭
質

の
優

秀
性
が
明
ら
か
に
な

っ
て
、
ま
た
九
年
中
国
向
輸
出
の
成
算
が
立

つ
と
、
政
府
は
、

新
た
に
近
代
的
な
出
炭
体
制

の
整
備
と
規
模

の
拡
張
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
九
年
九
月
三
池
炭
の

一
手
販
売
権
を
与
え
た
三
井
物
産
に
、
申
国
向
輸

出
を
開
始
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
㈲

当
時
の
伊
藤
博
文
工
部
卿
は
、

こ
の
輸
出
開
始
の
際
、
次
の
よ
う
に
国
内
販
売

よ
り
も
輸
出
を
優
先
し
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
に
近
い
販
売
さ
え
辞

さ
な
い
こ
と
を
三
池

鉱
山
支
庁
に
指
示
し
て
い
る
。

「
三
池
炭
販
売
ノ
要
タ
ル
専
ラ
外
国
輸
出

二
充
ル
二
ア
リ
敢
テ
内
国

二
拘
泥
ス

ル
勿
レ
且
其
価
値

ノ
如
キ
モ
仮
令
内
国

二
貴
ク
外
国

二
賎
シ
キ
モ
毫
モ
関

ス
ル
ナ

ク
筍

モ
原
価

二
損
失
ナ
キ

コ
ト
ヲ
得

ハ
強

テ
得
益
ノ
多
寡
ヲ
論
セ
ス
飽
迄
輸
出
ノ

増
加
ヲ
勉

メ
機

二
因
ル
ア
ラ
バ
内
国
販
売

ハ
停
止
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
」
⑤

こ
う
し
た
工
部
省
の
積
極
的
な
輸
出
拡

大
策
に
よ
っ
て
、
三
池
炭

の
輸
出
は
、

明
治

一
二
年
頃
か
ら
上
海
方
面
、
つ
い
で

一
六
年
頃
か
ら
香
港
方
面
へ
急
増
し
た
。

三
池
炭

の
出
荷
高
に
占
め
た
輸
出

の
ウ

ェ
イ
ト
は
、
第

一
表

の
と
お
り

=
二
年

三
五
%
、

一
六
年
六

一
%
、

一
八
年
七
二
%
に
高
ま
っ
た
。
な
か
で
も
上
海
市
場

三池炭の地域別出荷高第1表
(単 位 トン)

会(%)
合 計

(C)長 崎ロ ノ島 原三 池
国 内

(B)新嘉披香 港上海

海 外

(A)

5.12

4.55

10.10

54.86

40.54

44.55

60.52

60.91

71.96

64.86

66.68

50.46

15,579

65,597

49,969

96,252

60,961

5&545

106,116

175,159

163,059

145,602

164,970

244,159

17&459

285,208

329,722

250,567

876

818

2,955

10,651

19,815

11,321

10,626

15,278

12,847

5,170

5,439

5,581

12,114

5,564

5,281

15,578

19,496

21,542

2,929

4,719

7,264

9,429

27,877

6,639

18,551

15,220

19,455

71,666

56,758

5&500

50,555

59,518

20,178

41,730

55,799

49,001

15,579

65,597

49,969

96,252

59,119

55,691

96,580

112,790

96,945

81,056

65,151

95,452

50,038

99,516

109,848

124,124

5,116

6,952

6,492

&456

8,545

1,990

5,851

25,051

51,679

65,557

110,585

125,921

59,591

1,842

2,654

9,756

55,850

59,946

60,695

68,107

86,265

45,595

61,265

67,518

32,2ろ4

1,842

2,654

9,756

60,549

66,094

64,546

99,839

148,707

128,401

185,692

219,874

126,444

明6.7-6.12

7.1-7.12

&1-8.6

&7-9.6

9.7-10.6

10.7-11.6

11.7-12.6

12.7-15.6

15.7-14.6

14.7-15.6

15.7-16.6

16.7--17.6

17.7-18.6

1&7--19.5

19.4-20.5

20.4-21.5

21.4-22.5

各 期 「産 鉱 販 売 一 覧 表 」(『 三 池 鉱 山 分 局 年 報 』)よ り作 成

備考① 出荷高 は、石 炭 とコークスの合計
1000斤 を0.59524ト ンで換算 した明6～14年 までは、②

(3)明15.7～IZ6ま で の出荷高 の内、輸 出分 にっいては 「産鉱一覧表 」と「各 年度清国輸 出高
比較表 」(『 三池鉱 山分局年 報 』)の 値に差違 があ るが、前者 の数値 を用 いた。



に
お
い
て
は
、
第
二
表

の
ご
と
く

=
二
年

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
炭
、
英
国
炭
だ
け
で

な
く
、
高
島
炭
な
ど
他
の
日
本
炭
ま
で
凌
駕
し
て

一
躍
輸
入
炭
の
ト

ッ
プ
を
占
め

る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
か
か
る
輸
出
の
急
増
は
、
明
治
九
年
か
ら
本
格
化
し
た
新

坑
の
開
発
を
中
心
と
す
る
近
代
的
出
炭
体
制

の
整
備
に
よ
る
出
炭
高
の
急
増

と
結

び

つ
い
て
い
た
。
官
営
期
に
開
発
さ
れ
た
新
坑
は
、
四
カ
所
の
採
炭
坑
を
は
じ
め

に
合
計
八
坑
(但
し
、
一坑
は
未
完
成
の
ま

ま
払
下
げ
)に
及
ん
だ
。
そ
の
上
、
主
要

坑
道

で
は
、
運
搬
や
排
水
工
程
に
蒸
気
機
械
力
を
導
入
し
て
他
の
民
間
炭
鉱
を
格

段
上
回

っ
た
出
炭
規
模
が
き
ず
か
れ
た
だ
け
で
な
く
、
周
知
の
よ
う
に
多
数
の
低

廉
な
囚
人
が
労
働
力
と
し
て
投
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
三
池
炭
鉱

の
石
炭

「
収
入
高
」

(売
上
高
か
ら
三
井
物
産
委
託
販

売
費
を

マ
イ
ナ
ス
し
た
残
額
)
は
、
第
三
表
B
欄

の
よ
う
に
明
治

=
二
年
以
降
急

増
し
た
。
ま
た
、

「収
入
高
」

(
A
欄
)

か
ら

「
営
業
費
」

(
C
欄
)
を

マ
イ
ナ

ス
し
た

「
収
益
」

(
H
欄
)
は
、
六
、
九
、

一
五
年
を
除
い
て
黒
字
で
あ

っ
た
。

官
営
期
の

「
収
益
」
累
計
は
、

一
二
三
万

}
五
〇
〇
円
に
達
し
、

「
興
業
費
」
と

し

て
新
坑
開
発

な
ど

「
規
模

ノ
拡
張

二
係

ル
建
築
構

造
等
諸

般
準
備

二
要

ス

ル
費

用
」
に
投
下

さ
れ
た
政
府
資
金

の
累
計

一
〇
七
万
八
六
〇
〇
円
を
上
回

っ
て
い
る
。
⑤

そ
の
上
、
こ
の
収
益

の
ほ
と
ん
ど
が
輸
出
に
よ
る
外
貨
収
入
で

あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
政
府
は
、
三
池

炭
鉱
を
営
利
事
業
と
し
て
次
第
に
高
く

評
価
す
る
こ
と
に
な

っ
て
、

=
二
年
政
府
財
政

の
困
窮
を
理
由

に
着
手
し
た
最
初

の
官
業
払
下
げ
の
リ
ス
ト
に
加
え
な
か

っ
た
。
の

ま
た
、

一
七
年
そ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
払
受
希
望
者
の
現
わ
れ
な
か

っ
た
官
業
払
下
げ
を

一
挙
に
進
め
る
た
め
に
、

払
下
げ
条
件
の
大
幅
緩
和
、
お
よ
び
黒
字
経
営
の
官
営
諸
鉱
山
の
払
下
げ
に
踏
み

切

っ
た
際
も
、

「
佐
渡
生
野
三
池
阿
仁
ノ
四
鉱
山
ヲ
旧
二
依
テ
官
坑
ト
為
シ
、
爾

余

ハ
民
業
ト
為

ス
ヘ
キ
太
政
官

ヨ
リ
命

セ
ラ
ル
」
⑧

と
い
う
よ
う
に
、
三
池
炭

鉱
の
払
下
げ
を
依
然
認
め
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
政
府

の
三
池
炭
鉱
官
有
に
た
い
す
る
執
着
は
、
こ
の
時
期
の
官
業

払
下
げ
が
政
府
財
政
の
困
窮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
以
上
当
然
と
い
え
る
・
と
く

に
、
強
力
な
デ
フ
レ
政
策
を
推
進
し
た
松
方
正
義
大
蔵
卿

(
明
治

一
四
年
に
就
任
)

は
、
工
部
省
の
無
統
一
な
模
範
官
営
や
西
欧
技
術
の
輸
入
に
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、

三
池
炭
鉱
の
官
営
を
外
貨
獲
得
事
業
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。

そ
の
た

め
、
彼
は
、
官
業

の
整
理
を
進
め
た

一
方
で
、

一
七
年
六
月
三
池
炭
鉱
の
年
間
出

炭
能
力
を
三
〇
万
ト
ン
か
ら
六
〇
万
ト
ン
へ
倍
増
す
る
工
部
省

の
投
資
案
を
承
認

し
た
。

ま
た
・

一
八
年
八
月
工
部
省
が
後
述

の
よ
う
に
三
池
鉱
山
当
局

へ
民

業

の
圧
迫
を
理
由
と
し
た
出
炭
制
限
を
命
ず
る
と
、
反
対
し
て
翌
九
月
こ
の
制
限

を
撤
回
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、

一
八
年

一
二
月
工
部
省
廃
止
に
よ

っ
て

一
旦
農
商
務

省

の
所
管
に
な
っ
た
三
池
炭
鉱
を
翌

一
九
年

一
月
大
蔵
省
に
再
移
管
さ
せ
、
佐
渡

・

生
野
金
銀
山
と
と
も
に
自
省
直
轄
の
外
貨
獲
得
事
業
と
し
た
。
こ
の
大
蔵
省

へ
の

再
移
管

は
、
こ
の
時
期
次
第
に
高
ま
り

つ
つ
あ

っ
た
民
間
炭
鉱
か
ら
の
三
池
炭
鉱

官
営
に
つ
い
て
の
批
判
を
か
わ
す
意
図
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

も

っ
と
も
、
松
方
は
、
こ
の
よ
う
に
三
池
炭
鉱

の
官
営
を
政
府
の
利
殖
事
業
と

し
て
高
く
評
価
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
蔵
省
移
管
後

の

一
九
年
民
業

の
圧
迫

を
理
由
に
自
ら
も
年
間
三
〇
万
ト
ン
の
出
炭
制
限
を

一
時
命
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
そ
の
上
、-
二

一
年
四
月
三
池
炭
鉱
の
民
間
払
下
げ
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
三
池
炭
鉱

の
払
下
げ
は
、
ど
う
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

ま
、
三
池
の
払
下
げ
を
振
り
返

っ
た
場
合
、
他
の
官
業
払
下
げ
に
み
ら
れ
な
い
特

徴

の

一
つ
に
、
三
菱
な
ど
民
間
炭
鉱
業
者
と
の
市
場
競
合
に
よ

っ
て
生
じ
た
官
営

批
判
が
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
に

つ
い
て
は
、
明
治
二

一
年
三
池
炭
鉱
の
払
下
げ

を
報
じ
た
新
聞
雑
誌
な
ど
の
論
調
に
十
分
読
み
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、

『
郵
便
報

知
新
聞

』
四
月

一
〇
日
号
は
、

「
斯
み
脅
業
に
属
か
る
事
業
色
宙
麻

に
属
レ
置
↑

ば
兎
魯
ゆ
物
議
葎
免
わ
ぎ
を
も
の
な
る
に
依
り
此
際
断
然
政
府

の
関
係
を
絶
方
得

策
な
り
と
の
趣
意
よ
り
今
度

の
詮
議
に
及
ひ
た
る
次
第
な
り
」

(傍
点
は
引
用
者

記
入
、
以
下
同
じ
)
と
、
ま
た

『
東
京
経
済
雑
誌

』
四
月
二
八
日
号
は
、

「
其
の

産
出

の
多
き
と
競
売
の
烈
し
き
と
は
終
に
上
海
市
場
に
於
て
高
島
其
の
他
の
石
炭

一一



第2表 上海における石炭輸入先別の比較
(単 位:ト ン)

輸入先
年次

オ ース トラ リア

欧 米

中 国(開 平)

台 湾

日

本

高 島

三 池

幌 内

そ の 他

(A)小 計

計(B)

A/B(%)

明9

54,098

14,551

15,490

26,590

5,000

54,300

83,690

147,824

56.6

15

16,651

7,406

10,944

45,511

5&g65

45,557

14&015

185,514

80.7

14

36,595

12,574

11,155

54,292

56,265

41,657

152,194

212,114

71.8

15

30,121

7,758

14,640

2&966

8&510

55,590

171,074

225,594

76.5

16

20,428

5,592

11,514

40,968

55,860

4&115

142,945

178,557

80.2

17

15,476

11,870

14,7ろ5

42,458

70,740

72,142

185,540

255,427

79,4

18

25,056

7,448

1,014

1,091

44,581

79,514

90,775

214,870

249,506

86.2

19

21,177

5,255

5,500

6,816

63,784

4&g51

4,940

92,581

210,056

244,802

85.8

20

22,807

744

&128

5,445

85,287

54,688

10,010

85,427

251,412

26&554

86.2

備考 『農商工公 報 』36号(明21.2.15)

但 し9年 の分は 「唐津石 炭売捌方法 並予算 」〔長崎 県庁 文書)に 、15年 の日本 の分 は 『工部 省

沿革 報告 』明治18年 の項1こよ った。計は合わ ないもの もあ るがその ままに した。

(出 所)隅 谷 三喜男 『日本石炭産業分析 』昭45、186頁

(イ)

第5表 営業の収支(イ)と 興業費(ロ)
〔単 位:1000円 〕

(ロ)

6.7-6.12

Z1-Z12

&1-&6

&7-9.6

9.7-10.6

10.7-11.6

11.7-12.6

12.7-1三 』6

15.7-14.6

14.7-15.6

15.7-16.6

16.7-1Z6

17.7-1&6

1&7-19.5

19e4-20.5

20.4-21.5

21.4-22。5

収入高
A

石 炭 コー
ク ス分B

1&1

79.6

67.ろ

155.7

84.4

1050米

210.5来

285.1)K

596.5米

467.0米

S75.2)K

457.5来

476.9

556.9

506.5

579.0

450.4

1&1

79.4

66.8

155.7

79.5

94.4米

209.1来

270.2米

575.5米

461.0米

56a7来

457.5来

475.6

555.0

5055

575.2

426.7

総経費(営 業費)

C

24.6

56.5

56.9

95.7

86.5

102.2

164.5

255.5

542.7

542.2

412.7

518.4

554.4

22a8

511.0

545.9

5257

出炭経費
D

管理費
E

22.7

49.7

52.5

85.1

72.4

85.5

146.6

215.0

509.2

ろ05.8

504.1

224.0

249.9

146.8

217.1

214.2

205.7

1.9

6.7

4.6

10.6

15.9

&8

&8

17.1

21.8

24.1

52.0

54.7

55.0

2ag

50.8

56.8

51.5

器械費
F

44.2

25.6

28.5

19.0

26.7

44.8

55.6

建築費
G

0.4

2.2

5.5

11.6

14.5

52.4

56.1

21.0

32.6

55.5

26.8

15.0

収益

H

(興業費)

1

6.5

25.2

50.4

42.0

1.9

0.8来

45.8

49.8

55.8

124.8米

57.5

11ag

142.5

10&1

195。5

255.1

106.7

(24.6)
(9Z6)

(56.9)
(95.7)
(177.8)
5&2
56.8

55.1
62.6
64.4
59.5
75.6
16.5

45.4
40.0
70.4

200.8

各期年報より作成

備考① 収入高 は、売 上高 か ら海外輸出経費 をマイナス し、 さらに雑収入金 をプラス した金額 であ る。

② 収入高 の来 印は、年報のそれが出炭 代価 であるために修正 したもので ある。

③ 経費 はす べて各期発生経 費 である。

④ 出炭経 費は、採炭費、製炭費 の合計

⑤ 管理費は、俸給、雑 給、作場費 、売炭費 、雑 件の合 計

⑧ 収益は、たん に売上高か ら各期発 生経費 をマイナス した もので 、今 日の企 業会 計で普通 い う

利益 でない。

{7)興 業費 の()付 は、10年 興業費tc組 込まれた それ以前 の営業 ・別途 ・臨時金であ る。

(出 所)拙 稿 「明治初期三池鉱 山の近代 化過程 」(明 治大学 「経営論集 』第24巻2号 、昭51
155頁)
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を
圧
倒
す
る
に
至
れ
り
是

に
於
て
乎
種
々
の
苦
情
起
れ
り
蓋
し
此
等
の
苦
情
は
此

回
の
払
下

に
於
て
大
原
因
な
り
し
や
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
㎝

事
実
、
明
治

一
二
年
以
降
の
三
池
炭
輸
出

の
急
増
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
中
国
向
輸

出
に
販
路
を
見
出
し
て
き
た
高
島
炭

・
唐
津
炭

。
多
久
炭
な
ど
の
民
間
炭
に
と

っ

て
相
当
な
打
撃
に
な

っ
て
い
た
。

一
二
年
末
三
井
物
産
上
海
支
店
長
が
三
池
鉱
山

分
局
長
に
あ
て
た
書
簡
は
、

「高
嶋
炭
モ
追
々
価
ヲ
低
下

シ
、
市
場
競
争

ヲ
試
ミ

候
勢

ノ
処
、
此
頃
遂

二
上
海
市
場
ヲ
争
フ

コ
ト
ハ
断
念
イ
タ
シ
候
哉
ノ
趣
、
先
当

山

二
取
テ
ハ
一
方
安
意

ノ
次
第

」
と
い
う

よ
う
に
、
三
池
炭
が
上
海
市
場
に
お
い

て
高
島
炭
を
圧
倒
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
02

こ
の
よ
う
に
三
池
炭
が
日
本

の
民
間
炭

を
輸
出
市
場
に
お
い
て
圧
迫
し
た
要
因

と
し
て
、
流
通
機
構

の
違

い
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
民
間
炭

は
、
い
ず
れ
も
外
商
に
よ

っ
て
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
高
島
炭
の
場
合
、

英
国
商
の
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
ジ
ス
ン
商
会
に
よ
る
輸
出
で
あ

っ
た
。

マ
ジ
ス
ン

商
会
は
、
明
治
七
年
後
藤
に
官
営
三
池
炭
鉱
の
払
受
け
資
金
を
貸
付
け
て
以
来
、

高
島
炭

の
輸
出
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
上
、

一
二
年
五
月
高
島
炭
の

買
付
・
販
売
に
関
す
る

一
切
の
権
利
を
に
ぎ
る
契
約
ま
で
締
結
し
て
い
た
・
⑥

こ
う
し
た
外
商

に
よ
る
輸
出
と
違

っ
て
、
三
池
炭
の
輸
出
は
、
前
述
の
よ
う
に

工
部
省
が
輸
出
価
格
を
意
図
的
に
低
く
抑

え
た
上
に
、
種
々
の
援
助
を
与
え
て
三

井
物
産
に
委
託
し
た
直
輸
出
で
あ
っ
た
。
工
部
省
は
、
同
社
に
売
上
高

の
二

・
五

%
を
手
数
料
と
し
て
支
払
う
ほ
か
、
販
売

運
送
費
も
負
担
し
た
。
ま
た

一
二
年
か

ら
は
、

こ
の
手
数
料
に
加
え
て
輸
出
分
収

益
の
五
〇
%
を
販
売
リ
ベ
ー
ト
と
し
て

与
え
る
と
と
も
に
、
船
舶
購
入
資
金

の
特

別
融
資
、
お
よ
び
石
炭
輸
送

の
請
負
許

可
な
ど

の
援
助
を
与
え
た
。
そ
の
た
め
、
三
井
物
産
は
、
た
と
え
コ
ス
ト
割
れ
の

ダ
ン
ピ
ン
グ
販
売

で
あ

っ
て
も
売
上
高
を
伸
ば
す
こ
と
で
、
利
益

の
増
加
が
は
か

れ
る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
・
㈹

だ
か
ら
・
民
間
炭
鉱
業
者

の
官
営
批
判
は
・
後

述
の
よ
う
に
こ
う
し
た
販
売
の
面
に
集
中

し
た
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
民
間
炭
鉱
業
者
の
中
で
最
も
活
発
に
三
池
炭
鉱

の
官
営
を
非
難
し

た
の
は
、
三
菱
と
み
ら
れ
る
。
三
菱
は
、
明
治

一
四
年
三
池
炭
鉱
と
並
ん
で
当
時

わ
が
国
有
数
の
近
代
的
出
炭
体
制
を
そ
な
え
て
い
た
高
島
炭
鉱
を
後
藤
か
ら
八
六

万
円
で
買
収
し
て
い
た
。

こ
の
買
収
は
、
高
島
炭
鉱

の
資
金
繰
り
が
三
池
炭
と
の

競
合
な
ど
に
よ

っ
て
極
端
に
悪
化
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
菱
に
よ
る

買
収
後
も
、
石
炭

の
輸
出
は
、
先
に
後
藤
と

マ
ジ
ス
ン
商
会
と
の
間
に
結
ば
れ
た

契
約
が
有
効
で
あ

っ
て
、
依
然
と
し
て
同

商
会

を
通

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

た
。
㈹

し
た
が

っ
て
、
三
菱
は
、
三
池
炭
と
の
競
合
関
係
の
も
と
で
販
売
面

の

劣
勢
を
挽
回
す
る
切
り
札
と
な
る

高
島
炭
の
直
輸
出
な
ど
自
社
独
自
の
対
抗
策
を

と
る
余
地
が
限
ら
れ
、
い
き
お
い
別
の
手
段
、
つ
ま
り
三
池
炭
鉱
の
官
営
批
判
と

い
っ
た
政
治
行
動
に
活
路
を
ひ
ら
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

.

ま
た
、
政
府
も
、
三
池
炭
の
海
外
市
場
に
お
け
る
高
島
炭
な
ど
民
間
炭

の
販
路

圧
迫
を
早
く
か
ら
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
三
池
鉱
山
分
局
は
、

明
治

一
六
年
工
部
省
に

「
当
山
炭

ハ
専
ラ
之
ヲ
海
外

二
輸
出
シ
、
内
地
人
ハ
ソ
ノ

功
用
ヲ
知
ラ
ス
。
故

二
鉄
道
工
作
等
ノ
官
局

ハ
勿
論
官
省
諸
工
場

二
使
用
セ
ハ
ソ

ノ
価
値
民
炭
ヲ
購

フ
ヨ
リ
廉

ニ
シ
テ
人
民
モ
亦
該
炭
ノ
功
用
ヲ
知
得

シ
、
遂

二
内

地
ノ
需
要
ヲ
増

ス
ニ
至
ラ
ン
」
と
上
申
し
、
輸
出
だ
け
で
な
く
国
内
販
路
も
開
拓

す
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
年

一
〇
月
神
戸
港
に
三
池
炭
専
用

の
揚
陸
用
地
を
確
保
し
た
・
㈹

も

っ
と
も
、
こ
う
し
て
国
内
販
売
に
関
心
を
む
け
な
が
ら
も
、
輸
出

の
ウ

ェ
イ

ト
は
、
第

一
表
の
ご
と
く

一
六
年
六

一
%
、

一
八
年
七
二
%

へ
と
上
昇
し
た
。
そ

の
た
め
、
工
部
省
は
、

一
八
年
八
月
三
池
鉱
山
当
局
に

「
官
業
ヲ
増
殖

ス
レ
ハ
民

業
自
カ
ラ
減
耗

ス
ル
ヲ
以
テ
、
省
議
シ
テ
官
採
量

ヲ
減
シ
テ
拾
五
万
噸
ト
為
ス
ヘ

キ
」
と
し
て
、
民
業
圧
迫
を
避
け
る
た
め
の
生
産
制
限
を
短
期
間
な
が
ら
発
令
し

た
の
で
あ
る
・
働

な
お
、

こ
の
出
炭
制
限
に
先
立
っ
た
同
年
七
月
、
三
池
鉱
山
分
局
長
小
林
秀
知
は
、

三
池
炭
の
中
国
市
場
に
お
け
る
高
島
炭

の
圧
迫
を
非
難
し
た
世
評
に
た
い
す
る

「
弁
駁
書
」
を
工
部
省
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
彼
は
、
三
池
炭
の
輸
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出

に
よ

っ
て
打
撃
を
受
け
る
の
が
高
島
炭
な
ど
の
日
本
炭
で
な
く
、
英
国

・
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
米
国
な
ど

の
外
国
炭

で
あ

る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
当
時
高
島
炭

鉱
の
業
績
が
低
迷
し
て
い
た
理
由
と
し
て
、
外
国
人
技
術
者
の
雇
入
れ
な
ど
か
ら

人
件
費
が
過
大
な
こ
と
、

「坑
内
修
繕
費

」
も
多
額
な
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、

「
其
得
失
相
償

ハ
サ
ル
モ
亦
万
止
ヲ
得
サ

ル
ナ
リ
」
と
言

っ
て
は
ば
か
ら
な
か

っ

た
・
㈹

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
民
間
か
ら
の
官
営
批
判
が
高
ま

っ
て
き
た
な
か
で
、

三
池
炭
は
、'
第

「
表
の
ご
と
く
明
治
二
〇

年
頃
か
ち
国
内

の
販
売
も
伸
ば
す

こ
と

に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
輸
出
の
競
合
し

た

一
部

の
炭
鉱
業
者
だ
け
で
な
く
、
国

内
需
要
だ
け
に
依
存
し
た
他
の
民
間
炭
鉱
業
者
も
、
三
池
炭
と
の
競
合
か
ら
強
弱

の
違
い
が
あ

っ
て
も

一
様
に
官
営
炭
鉱

の
存
在
を
束
縛
と
感
じ
出
し
て
、
そ
の
官

営
批
判
に
同
調
す
る
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、
国
内
炭
鉱
業
は
、
工
場
用
炭
を
中
心
と
す
る
国
内
需
要
の

増
大
に
結
び
つ
い
て
、
よ
う
や
く
民
間
炭
鉱
中
心
の
本
格
的
な
成
長
期
を
迎
え
て

い
た
。
と
く

に
、
や
が
て
日
本
最
大
の
石

炭
産
地
に
な
る
筑
豊
炭
田
に
お
い
て
は
、

移
し
い
数
の
中
小
坑
主
に
混
じ
て
、
貝
島
太
助
、
安
川
敬

一
郎
、
麻
生
太
吉
、
ま

た
許
斐
鷹
助
な
ど
地
元
の
革
新
的
鉱
業
家

も
す
で
に
炭
鉱
経
営
に
乗
り
出
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
筑
豊
五
郡
の
採
炭
高
は
、
明
治

=
二
年
の

一
八
万
ト
ン
が

一
七
年

二
五
万
ト
ン

(
同
調
査
に
よ
る
三
池
炭
鉱

一
四
万
ト
ン
)
、

一
九
年
三

一
万
ト
ン
、

二

一
年
六
〇
万
ト
ン
へ
と
増
大
し
た
。
㈹

こ
う
し
た
筑
豊
に
お
け
る
石
炭
生
産

の
拡
大
に
よ

っ
て
、

一
九
年
国
内
の
石

炭
市
価

が
下
落
す
る
事
態
も
生

じ
て
い

こ
。
㎝

オ

(

そ
の
他
、
一八
年
に
は
筑
豊
で
最
初
の
有
力
な
業
界
団
体
と
な
る
筑
豊
石
炭
坑
業
組

合
が
組
織
さ
れ
た
。
こ
の
組
合
は
、
石
炭
販
路
の
拡
張
、
運
搬
手
段
の
改
善
、
鉱

業
上

の
諸
手
続
き
の
円
滑
化
な
ど
に
取
組
む
と
と
も
に
、

一
八
年
末
筑
豊

一
帯

の

増
借
区
出
願
が
海
軍
予
備
炭
田
指
定
に
関
連
し
て
差
し
止
め
に
な
る
と
、
役
員
を

東
京
に
派
遣
す
る
な
ど
反
対
運
動
を
繰
り
ひ
ろ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
・
⑳

こ
の
よ
う
に
明
治

二
〇
年
頃
の
筑
豊
炭
鉱
業
は
、
三
菱
な
ど

「
中
央
資
本
」
の

進
出
を
二
、
三
年
後
に
控
え
、
未
だ
停
滞
的
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
に

は
地
元
の
中
小
炭
鉱
業
者
に
よ

っ
て
か
な
り

の
生
産
拡
大
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
四

そ
れ
ゆ
え
、
政
府
も
、

一
五
年
に
石
炭
坑
区
の
借
区
最
小
面
積
を

一
万
坪

へ
引
き
上
げ
、
つ
い
で

一
八
年
以
降
筑
豊
地
方
の
主
要
な
坑
区
の
海
軍
予

備
炭
田
と
し
て
の
封
鎖
や
撰
定
坑
区
の
実
施
な
ど
に
よ
っ
て
、
小
坑

の
乱
立
と
乱

掘
を
規
制
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
国
内
需
要
の
増
大
を
契
機
に
本
格
的
な
成
長
期
を
迎
え
た
民
間
炭

鉱
業
に
お
い
て
、
輸
出
だ
け
で
な
く
国
内
市
場
で
も

一
段
と
競
合
関
係
を
強
め
て

い
く
官
営
三
池
炭
鉱

に

一
層
批
判
的
な
雰
囲
気
が
広
ま

っ
て
い

っ
た
こ
と
は
容
易

に
想
像
さ
れ
よ
う
。
⑳

こ
の
こ
と
は
、
明
治
二
〇
年
頃

の
新
聞
雑
誌
な
ど
の
三

池
炭
鉱
に
つ
い
て
の
記
事
か
ら
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、

『
朝
野
新
聞

』
明
治

二
〇
年

=

月

一
五
1

一
八
日
号
は
、

「
官

有
山

の
利
害
を
論
ず
」
と
し
た
社
説
を
連
載
し
、
三
池
炭

の
不
当
な
ダ
ン
ピ
ン
グ

輸
出
に
よ

っ
て
他
の
日
本
炭
輸
出
が
打
撃
を
う
け
て
い
る
こ
と
、
三
井
物

産

が

「
工
業
上

の
損
益
如
何
を
顧
み
る
を
要
せ
ず
」
手
数
料
収
入
の
増
大
の
み
を
目
的

に
売
上
げ
の
増
大
を
は
か

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
同
社
が
石
炭
輸
送
の
請
負
に
よ

っ
て
も
法
外
な
利
益
を
得
て
い
る
こ
と
な
ど
を
攻
撃
し
た
。
そ
の
上
、
こ
う
し
た

弊
を
改
め
る
方
策
と
し
て
、
民
営
移
管
化
を
提
唱
し
、
次

の
よ
う
に
三
井
物
産

へ

の
無
償
払
下
げ
で
も
構
わ
な
い
と
さ
え
極
論
し
て
い
る
。

「若
し
夫
れ
政
府
に
し
て
三
井
物
産
会
社
に
向
て
特
別
の
恩
恵
を
与
ん
と
欲
せ

ば
三
池
炭
山
の
所
有
権
を
挙
げ
て
之
を
該
会
社
に
賜
与
す
べ
し
設

へ
故
な
く
官
物

を

一
私
人
に
賜
与
す
る
は
不
当
の
事
な
る
に
も
せ
よ
其
弊
害
は
猶
ほ
今

の
委
託
販

売
よ
り
生
ず
る
弊
害
よ
り
も
浅
鮮
な
る
べ
し
其
故
は
他
な
し
該
会
社
に
し
て
其
所

有
権
を
有
し
自
ら
其
事
業
を
営
む
時
は
自
ら
其
損
益
利
害
を
蒙
る
が
故
に
如
何
に

激
烈
の
競
争
を
開
い
て
他
の
同
業
者
を
圧
倒
せ
ん
と
欲
す
る
も
復
た
其
生
産
原
価

を
償
は
ざ
る
程

の
低
価
を
永
久
に
継
続
す
る
能

は
ざ
る
…
其
委
託
販
売
の
利
益
は
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彼
の
莫
大
の
価
値
を
有
す
る
所

の
三
池
炭

山
を
無
代
価
に
て
賜
与
せ
ら
れ
る
よ
り

も
更
に
利
益
あ
る
者
に
あ
ら
ず
や
」
四

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
朝
野
新
聞

』
の
民

営
移
管
化
の
主
張
は
、
三
菱

の
主
張
す

る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

『
大
阪
日
報

』
明
治
二
〇
年

=

月

一
八
日

号
は
、
同
月

一
五
日
付

『
毎
日
新
聞

』

(横
浜
毎
日
の
後
身
)
の
記
事
で
あ
る
と

し
て
次

の
よ
う
に
転
載
し
て
い
る
・

㈲

「
三
菱

の
方
に
て
は
其
筋
の
有
力
者

に
対
し
て
説
を
持
ち
出
し
て
曰
く
三
池
炭

山
は
顧
く
は
官
有
た
る
を
止
て
物
産
会

社
な
り
又
は
他
人
に
な
り
相
当
代
価
に
て

御
払
下
あ
り
た
し

当
三
菱
社

に
於

て
は
政
府
が
物
産
会
社

へ
無
代
価
に
て
御
払

下
に
な
り
た
る
も
只
今
物
産
会
社

の
為

め
に
苦
し
め
ら
る
る
に
比
す
れ
ば
過
ぐ
る

万
々
の
儀
候
今
物
産
会
社
が
炭
価

の
如
何

を
問
わ
ず
過
度

に
外
人
に
石
炭
を
売
る

に
依
り
、
…
利
す
る
所
の
者
は
物
産
会
社

及
び
石
炭
を
使
用
す
る
外
人
等
に
し
て

損
す
る
所
の
者
は
三
菱
社
を
始
め
九
州
地
方
百
余
の
炭
山
所
有
者
に
候
」

こ
の
時
期
の
三
菱
は
、
明
治

一
八
年
の
岩
崎
弥
太
郎
死
去
と
海
運
事
業

の
日
本

郵
船

へ
の
分
離

・
傍
系
化
か
ら
間
が
な
く
、
鉱
山
事
業
、
と
く
に
高
島
炭
鉱
を
最

主
力
部
門
と
し
て
企
業
活
動

の
立
て
直
し
を
急
い
で
い
る
最
中

で
あ

っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
官
営
三
池
炭
鉱

に
よ
る
高
島
炭
鉱

の
圧
迫
を
三
菱
全
体
の
死
活
的
問
題

と
し
て
捉
え
、
政
官
界
有
力
者
へ
の
活
発
な
裏
面
工
作
を
辞
さ
な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
・
鮒

一
方
、
大
蔵
省
は
、
先

の
『
朝
野
新
聞

』
に
よ
る
攻
撃
に
過
敏
と
も
い
え
る
反

応
を
示
し
た
。
そ
の
社
説
が
連
載
中
の

=

月

一
八
日
早
々
と
同
新
聞
社
に
反
論

書
を
送
り
、
三
池
炭
の
輸
出
が

コ
ス
ト
割

れ
販
売
で
な
く
、
三
池
鉱
山
当
局
の
指

定
価
格
で
あ
る
こ
と
、
石
炭

の
請
負
運
賃

を

「
六
年
以
降
引
き
下
げ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
同
月

一
八

日
再
度
詳
細
な
補
足
的
反
論
も
行
な

っ

こ
。
幼

ナの

(

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
官
営
三
池
炭
鉱

の
正
当
な
営
利
的
性
格
を
強
調
し
た
大

蔵
省

の
弁
明
に
よ

っ
て
は
、
当
時

の
新
聞
雑
誌
を
は
じ
め
と
し
た
世
論
が
官
業
を

模
範
勧
奨
事
業
で
あ
る
と
基
本
的
に
捉
え
て
い
た
以
上
、
民
間
炭
鉱
業
に
よ
る
官

営
批
判
に
十
分
対
抗
で
き
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

あ
く
ま
で
政
府
直
轄
の
外
貨
獲
得
事
業
と
し
て
保
持
し
よ
う
と
し
た
松
方
の
企
て

は
、

「
正
金
を
輸
入
す
る
の
道
は
何
程
も
あ
る
べ
し
現
に
海
外
輸
出

を
為
す
所
の

商
売
は
時
価
を
以
て
正
金
を
政
府

に
納
む
る
の
例
も
あ
れ
ば
如
何
な
る
方
法
を
以

て
す
る
も
容
易
に
正
金
輸
入
の
目
的
を
達
し
得
ら
る
る
べ
し
」
⑳

と
根
底
か
ら

問
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

か
く
て
、
政
府
外
部
か
ら
の
批
判
が

一
段
と
高
ま

っ
た
中

で
、
明
治
二

一
年
二

月
三
菱
と
関
係
の
深
い
大
隈
重
信
が
外
務
大
臣
と
し
て
入
閣
す
る
と
、
政
府
内
部

に
お
い
て
も
大
隈
の
主
張
す
る
財
政
整
理
の
終
了
化
に
絡
ま
せ
て
三
池
炭
鉱

の
払

下
げ
が
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
御
。

そ
の
結
果
、
政
府
は
、
松
方
大
蔵
大

臣
の
反
対
を
抑
え
、
二

一
年
四
月
大
蔵
省
に
翌
二
二
年

一
月
を
期
し
て
三
池
炭
鉱

を
民
間
に
払
下
げ
る
こ
と
を
決
定
、
公
示
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

㈱

①

通
産
省

編

『
商
工
政
策
史

』
第

二
二
巻

、
昭
四

一
、

四
八
1
七
〇
頁

②

前
掲

「
明
治
初
期
三
池
鉱
山

の
近
代
化
過

程
」

=

一
:

二
頁

③

三
菱

鉱
業

セ

メ
ン
ト
編

『
三
菱

鉱
業
社
史

』
昭

五

一
、

三
六
1
四
〇
頁

。

幌
内

炭
鉱

は
、
北
海
道
開

拓

の

一
大
事
業

と
し

て
官
営

が
行
な

わ
れ
、
明
治

二

二

年
民
間

に
払
下

げ
ら

れ
た
。
ま

た
油
戸

炭
鉱
は
、
佐
渡

・
釜
石
両
官
有

鉱
山

へ
石

炭

を
燃
料

と
し

て
供
給

す
る
た

め
に
官
営

が
行
な
わ
れ

、

一
七
年
民
間

に
払

下
げ

ら
れ
た
。

④

三
池

鉱
山
分
局

『
三
池
鉱
山
第

二
次
年
報

』
明

七
、
九
七
-
八

頁
。

『
三

池
鉱
山
第

四
次
年
報

』
明

八

・
九
、

一
五
五
ー
八
八
頁

(
『
三
池
鉱
山

に
関
す
る

記
録

・
上

・
明
六

1

「
二

』
明

治
大
学
所
蔵

)
。
前
掲

「
官
営

三
池
炭
鉱

と
三
井

物

産

」

二
〇
六

ー
八
頁
。

工
部
省

は
、
九

年
七
月

ま

で
三
池
炭
鉱

へ
他

の
官
営
鉱

山

の
よ
う

に
専
属

の
外

国
人
技
術
者

を
常
駐

さ
せ
な
か

っ
た
。

⑤

前
掲

『
三
池
鉱
山
第

五
次

年
報

』
明

九

・
一
〇
、

二
四
七
ー
五

〇
頁

⑧

第

三
表

の
興
業
費
合
計

は
、

=

五
万
三
〇
〇
〇
余

円
と
な
る
。
し

か
し
、

『
三
池
鉱
山

第

一
〇
次
年
報

』
明

一
四

・

一
五

(
=
二
年
以
降

の
年
報
は
、
財
団

一8「



法
人

三
井
文
庫

の
所
蔵

で
あ
る
)

に
よ
る
と

、

「
五
年

に
そ
れ
ま

で
の
興
業
費
累

計

の
な
か
か
ら
七
万
五
〇
〇
円

が
営
業

費
累
計

に
転

記
さ
れ

て
い
る
。
そ

こ
で
、

こ
の
修
正

に
従

っ
た
。
と

こ
ろ

で
、
興
業

費
は

、
各

年
度

別
途

に
支
給

さ
れ

る
政

府
資

金
に
よ

っ
て
充
当

さ
れ
た
。

た
だ
し
、
そ
れ

は
純

然
た

る
設
備
費

で
な
か

っ

た
。

と
い
う

の
は

、
当
時
未
だ
固
定
資
産

の
減
価
償
却
費

な
ど
を
経
費

と
し

て
処

理
す

る
考

え
方

が
な
く

、
現
有

の
事
業
維

持

に
必
要

な
支
出

ま

で
興
業
費

中

に
含

ま

れ
で

い
た
た
め

で
あ
る
。
ま

た
、
営
業
費

は
、
通
常

の
業

務
活
動

に
と
も

な
う

支

出
で
あ

っ
て
、
前

以

っ
て
本

省
か
ら
支
給

さ
れ

て
い
た

「
工
業
資
本
金

」

が
充

当

さ
れ
た
。

⑨

大
蔵

省
編

『
工
部
省

沿
革
報

告

(明

二
二
)

』

(
『
明

治
前
期
財
政
経

済

史
料
集
成

』
第

一
七
巻

一
、
昭
三
九
、

六
四
頁
)
、
民
間

か
ら
の
三
池
炭
鉱
払

下

げ
出
願

は
、
そ
れ
以
前

か
ら
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
、
東
京

の
某
商

人
は
、
明
治
八

年
大
隈
重
信

大
蔵
卿
が

は
じ
め

て
官
業
払
下

げ
を
献
策
し

た
際

、
三
池

の
払
下
げ

を
出
願
し
拒

否
さ
れ

て
い
る
。

⑧

同
上
書

、
六
七
頁

③

松
方

は
、
明
治

六
年
租
税
権
頭

と
し
て

『
国
家
富
強

ノ
根
本

ヲ
奨
励

シ
不

急

ノ
費

ヲ
省

ク

ヘ
キ
意

見
書

』
を
献
策

す
る
な
ど
、
模
倣
的
西
欧
化

を
め

ざ
し

た

殖
産
興
業
政

策
を
早

く
か
ら
批
判
し

て
い
た
。

=
二
年
内

務
卿
と
し

て
著

わ
し

た

『
財
政

管
窺
概
略

』
で
は
、

「
勧
奨

ノ
法
固

ヨ
リ
多

シ
ト
錐

ト

モ
現
今
政
府

ノ
事

業

ニ
シ
テ
民
業

二
属

ス
ル
者

ハ
有
志

人
民

ノ
請
願

二
応

シ
テ
下
付

ス

ヘ
キ
者

ハ
勉

メ
テ
之

ヲ
下
付

ス

ヘ
シ
」
と
官
業

の
整

理
を
主
張
し

た

「
方
、
三
池
炭
鉱

の
官
営

を

「
正
貨

ヲ
吸
収

ス

ル
ノ
要
」

の

一
つ
と
評
価
し

た
。

(前
掲

「
殖
産
興
業
政

策

論

」

「
四
〇
頁

。
小

林
正
彬

「
明
治
官

僚

の
勧
業
理
念

と
批
判

者

の
理
念

」

(
関

東
学

院
大

『
経
済
策

』
第
八
六
集

、
昭
四
六
、

三
六
頁

)
。
前
掲

「
工
部
省
所

管

事
業

の
払
下
げ

と
三
池
炭
鉱

の
払
下

げ
」
九
三
頁

の
注

二
三
)

00

前
掲

『
工
部

省
沿
革
報
告

』

一
}
四
頁
。
松
方

は
、

こ
の
プ
ラ

ン
を
承
認

す

る
前
に
、
三
井
物

産
社
長
益

田
孝

へ
三
池
炭

の
販
売

見
通
し
を
問

い
合

わ
せ

て
、

増
産
分

の
販
売

に

つ
い
て
同
意

を
得

て

い
る

(
益

田
孝

「
三
池
炭
礦

と
海
外

売
炭

回

顧
」

(
『
石
炭
時
報

』
第

「
○
巻

八
号

、
昭

一
〇
、

三
六
1
七
頁
)
。
長

井
実

『
自
叙

益
田
孝
翁
伝

』
昭

一
四
、

}
九
八

1

二
〇
〇
頁
)

。

㈲

民
間

か
ら

の
官
営
批
判

を
払

下
げ

の
主

因
と
し
た
見
解
は
、

他
に

二

一
年

四
月

二
四
日
の

『
郵

便
報

知
新
聞

』
、
八
月

一
九
日

の

『
東
京

日
々
新
聞

』
な
ど

に

み
ら
れ

る
。

02

前
掲

「
官

営
三
池
炭
鉱

と
三
井
物

産

」
二
三
一二
頁

圃

前
掲

『
三
菱

鉱
業
社
史

』
三
九
頁

⑳

三
井
船
舶

編

『
創
業
八
十

年
史

』
昭

三
三
、

二
四
ー
七
頁
。

三
井
鉱

山

『
三
池

鉱
業
所
沿
革

史
稿

』
第

一
巻

(
三
井
鉱
山
所
蔵

)
三
六
五

-
六
、
三
七
九

ー
三
八
四
頁

㈲

高

島

炭

鉱

の
出

炭

高

は

、

明
治
八

年

=
二
万

ト
ン
、

=

一
年

一
九
万

ト

ン
、

=
二
年

二
三
万
ト

ン
で
あ
る
。
ま

た
三
池
炭

鉱
は

、
八

年

一
〇
万
ト

ン
、

一
二
年

一
四
万
ト

ン
、

=
二
年

「
七
万
ト

ン
で
あ

っ
た
。
な

お
、
三
菱

に
よ

る
高

島
炭
鉱

の
買
収

に

つ
い
て
は

、
小

林
正
彬
「
高
島
炭
坑

に
お
け

る
官
収

と
払
下

げ
」

(前

掲

『
経
済
系

』
第

一
〇

「
・
一
〇

二
集
、
昭

四
九
)
、

「
高
島

炭
鉱

に
お
け

る
三
菱
買
収

の
意
義

」

(
同
上
誌

、
第

」
〇
三
集

、
昭
五
〇
)

を
参

照
さ
れ

た
い
。

q

前
掲

『
工
部

省
沿
革
報
告

』

二

二
1
三
頁

㎝

同
上
書

、

一
一
六
頁

㈹

前
掲

『
三
池
鉱
業

所

沿
革

史

』
第

一
巻
、

四
〇
五
-
七
頁

㈹

『
筑
豊
石
炭
礦

業

史
年
表

』
昭

四
八
、

一
一
九
、

=
三
二
、

一
四
三
、

一
五

一
頁
。

な
お
、
出
炭
高

に

っ
い
て

の
典
拠
史
料

は
、

=
二
・
一
=

年
が

『
福

岡
県

統
計
書

』
、

一
七
年
が

『
福

岡
県
勧

業
年
報

』
、

一
九

年
が

『
官

報

』
で
あ

る
。

一
〇
〇
〇
斤

を
、
0

・
五
九

五

二
四

ト
ン
で
換
算

し
た
。

⑳

前
掲

「
宮
営

三
池
炭
鉱

と
三
井
物

産
」

二
四
三
-
四
頁

⑳

吉
貝
実

編

『
筑
豊
石
炭
鉱
業

界
五
十

年
史

』
昭

}
O
、

二
1
五
、
七
〇

ー

七

一
頁
。
田
川

市

『
田
川
市
史

』
昭
五

一
、

八
五
九
頁

⑳

前
掲

『
田
川
市
史

』
八

一
一
-

二
頁

は
、

こ
う
し

た

一
〇
年
代

の
筑
豊

炭

鉱

業

の
発
展

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
明
治

二
〇
年
ま
で

の
筑
豊

地
方

は
生

産
量

に
お

い
て
は
ま

だ
ま
だ
全
国

の
中

心
的
位
置
を
占

め
る

こ
と

は
で
き
な
か

っ
た
が
、
、
相
対

的

に
い
え
ば

一
〇

年
代

以

降

、
比
重

を

つ
よ
め
、

一
定

の
発

展

の
途
上

に
あ

っ
た
と

み
て
よ
く
、
従
来

の
通

説

の
よ
う

に
こ

の
時

期

の
筑
豊
石

炭
鉱
業

は
き

わ
め

て
停
滞
的

で
あ

っ
た
と
は
言

一9一



い
き
れ
な

い
の
で
あ
る
。
」

も

っ
と
も
、

三
池

官
営

に
た
い
す
る
筑
豊
炭

鉱
業

者

の
具
体

的

な
考

え
は
、

史
料

を
欠
く
た

め
に
不
明

で
あ

る
。
た
だ
し
、
当
時

の
海
軍
予
備
炭

田
封

鎖

の
反

対
運
動

か
ら
推
し

て
、
業

界

の
利
害

が
絡

む
問
題

に
あ
る
程
度
共
同

の
形
を
と

っ

て
政
治
的
働

き
か
け

を
行

な
え

る
よ
う

に
な

っ
て
い
た

こ
と

に
は
、

留
意
す

る
必

要
が

あ
ろ
う
。

『
朝

野
新
聞

』
明
治

二

「
年

=

月

一
八
日

国
立

国
会

図
書
館
版

の

『
毎

日
新

聞

』
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム

に
は
、

一
一

月

一
五

日
号

が
落

丁
し

て
い
る
。

前
掲

『
三
菱

鉱
業
社
史

』

一
〇
、
六
〇

1
八
頁

『
朝
野
新
聞

』
明
治

二
〇
年

=

月

二
〇
、

三
〇
日
。
前
掲

「
工
部

省
所

管
事
業

の
払
下
げ

と
三
池
炭
鉱

の
払

下
げ
」
八
四
六

頁

。
こ
の
ほ
か
、
大
蔵
省

は
、

二

「
年

一
月
か
ら

三
井
物

産
だ

け
で
な
く

日
本
郵
船

に
も
香
港

ま

で
の
三
池
炭

輸

送
を
請
負

せ
る

こ
と
に
し
た

(
前
掲

『
三
池
鉱
山
第

}
六
次

年
報

』
明

二
〇

・

一
=

)

『
朝
野

新
聞

』
明
治

二
〇
年

一
一
月

一
七
日

『
男
爵

団
琢
磨
伝

』
上

巻
、
昭

=
二
、

一
九
〇
頁
。
前
掲

『
自
叙
益

田
孝

翁
伝

』
二
八
七

1

二
九

一
頁

日

払
下
げ
最
低
価
格

の
算
定
根
拠

大
蔵
省
は
、
明
治
二

一
年
四
月

二

一
日

「
三
池
礦
山

払
下
規
則
」

(
以
下
、

「
払
下
規
則
」
と
略
記
)
を
公
示
し
、
四
〇
〇
万
円
以
上
の
価
格
に
よ
る
競
争
入

札
を
も
っ
て
払
下
げ
る
と
し
た
。

こ
の
四
〇
〇
万
円
と
い
っ
た
最
低
価
格
は
、
そ

れ
以
前

の
官
業
払
下
げ
に
例

の
な
い
高
額

の
た
め
、

「
世
人
は

一
驚
を
喫
し
て
目

を
瞠

っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
①

ち
な
み
に
、
明
治
七
年
の
高
島
炭
鉱
払
下

げ
価
格
は
五
五
万
円
で
あ
り
、

一
七
年
の
院
内
銀
山
は

=

万
円
、

「
八
年
の
阿

仁
銅
山
は
三
四
万
円
、
二
〇
年
の
長
崎
造
船
所
は
四
六
万
円
、
ま
た
そ
の
後
二
九

年
の
佐
渡

・
生
野
金
銀
山
も
併
せ
て

一
七

三
万
円
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
②

そ
の

た
め
、
四
〇
〇
万
円
以
上
な
る
大
蔵
省
公
示
価
格

の
算
定
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と

は
、
三
池
炭
鉱
払
下
げ
を
研
究
す
る
上

で
、
重
要
な
論
点
と
な

っ
て
き
た
。

周
知

の
ご
と
く
明
治
政
府
は
、
官
業

の
払
下
げ
価
格
を
明
治

一
七
年
以
前
に
は

「
営
業
資
本
金
」
と

「
興
業
費
」
の
合
計
、
つ
ま
り
投
下
資
金
の
全
額
を
基
準

に

算
定
し
た
。
し
か
し
、

一
七
年
以
降
は
、
官
業
払
下
げ
を

「
挙
に
進
め
る
た
め
、

現
有

の

「
財
産
評
価
額
」
に
若
干
の

「
貯
蔵
物
品
」
代
を
加
え
た
額

へ
と
大
幅
に

減
額
し
た
。
⑤

し
か
る
に
・
三
池
炭
鉱
払
下
げ
に
あ
た

っ
て
は
・
投
下
資
金
全

額
が
す
で
に
償
却
済

で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
う
し
た
価
格
算
定
法
を
と
ら
な

か

っ
た
。

そ
れ
で
は
、
四
〇
〇
万
円
と
い

っ
た
最
低
払
下
げ
価
格
が
ど
の
よ
う
に
算
定
さ

れ
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

こ
の
価
格

の
算
定
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
い
く
つ
か
の
推
定
が
行
な

わ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
五
%

の
収
益
率

に
よ

っ
て
明
治

一
九
、
二
〇
年
の
収

益
か
ら
資
本
還
元
し
た
と
す
る
説
、
お
よ
び
松
方
大
蔵
大
臣
に
よ

っ
て
政
治
加
算

が
行
な
わ
れ
た
と
す
る
説
は
、
相
対
立
し

つ
つ

一
応
有
力
な
通
説
的
見
解
に
な

っ

て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

五
%

の
資
本
還
元
に
よ
る
と
し
た
説
は
、
大
蔵
省
公
示

の

「払
下
規
則
」
を
報

じ
た
『
朝
野
新
聞

』
、

『
郵
便
報
知
新
聞

』
、

『
東
京
経
済
雑
誌

』
な
ど
に
相
次

い
で
論
評
さ
れ
た
も
の
で
、
近
年

(明
治

一
九
年
あ
る
い
は

二
〇
年
)
の
収
入
を

約
五
〇
万
円
、
支
出
を
約
三
〇
万
円
、
差
引
き
収
益
を
約
二
〇
万
円
と
概
算
し
、

そ
の
収
益
が
四
〇
〇
万
円
の
五
%
に
相
当
す
る
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
⑤

し

か
し
、

こ
の
説
に
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
疑
問
が
と
も
な
う
。
第

一
は
、

こ
こ
で
い
う
五
%
な
る
低
い
利
子
率
の
根
拠
が
不
明
な
点
で
あ
る
。
私

の
調
べ
た

限
り
に
お
い
て
最
も
早
く
五
%
な
る
数
値
を
報
じ
た

『
朝
野
新
聞

』
二

一
年
四
月

二
二
日
号
は
、

「
入
札

の
目
安
を
四
百
万
円
と
定
め
た
る
は
如
何
な
る
計
算

に
拠

り
し
か
知
ら
ざ
れ
ど
も
…
…
十
九
年
度

の
如
き
は
収
入
金
五
十
万
六
千
四
百
六
十

三
円
五
銭
支
出
金
三
十

一
万
千
十

二
円
八
十

一
銭
七
厘
差
引
金
十
九
万
五
千
四
百

五
十
円

二
十
三
銭
三
厘
の
利
益
を
得
た
り
左
れ
ば
目
下

の
計
算
を
以
て
該
山
を
四

一10一



百
万
円
に
払
下
げ
是
よ
り

一
年
の
利
益
十
九
万
五
千
円
を
挙
ぐ
る
者
と
せ
ば
即
ち

資
本
に
対
し
五
分
の
利
益
を
得
べ
き
筈
な
れ
ば
其
評
価
四
百
万
円
な
る
も

の
は
右

の
勘
定
よ
り
割
出
し
た
る
者
と
知
ら
れ
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
%

な
る
数
値
は
、
近
年
の
収
益
を
大
蔵
省
公

示
の
最
低
払
下
げ
価
格
で
除
算
し
て
推

定
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
第

二
の
疑
問
は
、
後
述
の
よ
う
に
大

蔵
省
が
明
治
二
二
年
以
降
の
年
間
予
想
収
益
を
二
六
万
余
円
と
試
算
し
て
い
た
に

も
拘
わ
ら
ず
、
近
年
の
収
益
約

一
九
万
円

(
あ
る
い
は
二
〇
万
円
)
と
い

っ
た
過

去
の
大
ま
か
な
収
益
を
算
定
根
拠
の

一
つ
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
蔵

省
は
、
先
の

「
払
下
規
則
」
を
公
示
し

た
直
後
に
、
次
の
よ
う
な

「
三
池
礦
山

取

調
書
」

(以
下
、

「
取
調
書
」
と
略
記
)

を
一入
札
希
望
者
の
参
考
資
料
用
に
公
表

し
て
い
た
。

「
三
池
礦
山

取
調
書

三
池
石
炭
礦
明

治
二
十

一
年
度
よ
り
同
三
十
五
年
迄
十
五
ケ
年
賦
此
代
金
四
百

万
円
払
下
計
算
書

一、
収
入
金
二
千
百
五
十
七
万
七
千
四
百

二
十
七
円
零

二
銭

売
却
炭
総
代
価

内
経
費
金
千
七
百
十
六
万
三
千
零
六
十

九
円
七
十
二
銭
七
厘

海
外
販
売
炭
係
費
及
営
業
費
共
総
計
高
但
三
井
物
産
会
社
分
益

を
除

興
業
費
金
六
十
四
万
千

二
百
五
十
円

但

一
ケ
年
金
四
万
五
千
円
の
積
り

利
子
金
百
零
三
万
五
千
五
百
円

但
初
年
度
納
百
万
円
並
物
品
代
価
即
営
業
資
本
に
当
る
二
十
万
円
に
対
す

る
年
六
朱
利
金

合
計
金
千
八
百
八
十
三
万
九
千
八
百
十
九
円
七
十
二
銭
七
厘

差
引金

二
百
七
十
三
万
七
千
六
百
零
七
円

二
十
九
銭
三
厘

益
金

一、
年
賦
金
三
百
万
円

差
引
金
二
十
六
万
二
千
三
百
九
十
二
円
七
十
銭
二
厘

不
足

明
治
三
十
六
年
度
よ
り
四
十
二
年
度

に
至
る
七
ケ
年
間
に
於
て
資
本
金
全
額

償
却
計
算
書

一、
純
益
金
百
八
十
四
万
九
千
九
百
六
十
円

一
ケ
年
金
二
十
六
万
四
千
二
百
八
十
円
宛
七
ケ

年
分
合
計
高

内
資
本
金
百
四
十
六
万
二
千
三
百
九
十

二
円
七
十
銭
七
厘

初
年
度
納
金
百
万
円
並
物
品
代
価
即
ち
営
業
資
本
に
当
る
二
十
万
円
及
び

明
治
三
十
五
年
度
不
足
金
二
十
六
万
二
千
三
百
九
十
二
円
七
十
銭
七
厘
合

計
高

利
子
金
三
十
六
万
八
千
百
四
十

一
円
八
十
銭
三
厘

資
本
金
に
対
す
る
七
ケ
年
間
六
朱

の
利
子
ム
。
計
盲同

う

合
計
金
百
八
十
三
万
五
百
三
十
四
円
五
十

}
銭

差
引
金

一
万
九
千
四
百
二
十
五
円
四
十
九
銭

剰
余

調
査
凡
例

一、
収
入
金
は

一
ケ
年
度
石
炭
四
十
万
噸

の
見
込
に
し
て
価
格

ハ
二
十

一
年
度
予
算

に
因
て
算
出
す

一、
営
業
費
は
第

一
号
明
治
二
十
年
度
よ
り
同
二
十
九
年
度
迄
十
ケ
年
間
の
予
算
に

因
り
四
十
万
噸
の
割
合
を
以
て
計
算
す

一、
三
井
物
産
会
社
分
益
金
は
創
業

の
際
特
別
を
以
て
成
立
た
る
も
の
に
付
営
業
費

の
内
よ
り
之
を
除
く

但
同
会
社
百
分
の
二
半
口
銭
は
営
業
中
に
包
含
す

一、
興
業
費
は

一
ケ
年
四
万
五
千
円
を
以
て
算
出
す

一、
明
治
二
十

一
年
度
は
二
十

二
年

一
月

一
日
よ
り
三
月
三
十

一
日
迄
三
ケ
月
間

に

し
て
二
十

二
年
度
よ
り
三
十
五
年
度
迄

ハ
十
四
ケ
年
三
ケ
月
分
及
ひ
三
十
六
年



度

よ
り
四
十

二
年
度
迄
七
ケ
年
分

の
収
支
を
計
算
す

一、利
子

ハ
初
年
度
納
金
百
万
円
並

に
物

品
代

価
即

ち
営
業
資
本
に
当
る
三
十
万

円
及
び
三
十
五
年
度
末
不
足
額

に
対
し
年
六
朱
を
以
て
算
出
す

三
池
鉱
山
局
貯
蔵
物
品

一、
金
三
万
五
千
三
十
九
円
三
十
三
銭

明
治
二
十
年
十
二
月
末
現
在
高

右

ハ
払
下
規
則
第
八
条
に
掲
ぐ
る
貯
蔵
物

に
し
て
四
百
万
円
以
上
評
価
額

の
外
な

り
明
治
二
十
年
十
二
月
現
在
財
産
価
格
明
細
書

自
起
業

営
業
費
所
属
財
産
調
書

至
本
年

名

称

地

所

代

諸
建

築

代

諸

器

械

代

船

舶

代

車

道

代

堅
横

坑

代

蓄

水

掘

構

造

代

備

品

代

雑

品

代

総

計

廿
年
三
月
よ
り
越
高

本

年
増

減

現
在
価
格

内

百
二
十
六
万
七
千
八
百
四
十
三
噸

自
明
治
十
六
年
至
同
二
十
年
堀
採
高

残
二
億
三
千
三
百
三
十
六
万
四
千
六
百
五
十
七
噸

此
内

七
千
七
百
七
十
八
万
八
千
二
百
十
九
噸

将
来
堀
採
の
際
に
於
て
凡
そ
三
分

の

一
消
散
棄
却
す

べ
き
見
込
高

差
引炭

量

一
億
五
千
五
百
五
十
七
万
六
千
四
百
三
十
八
噸

明
治

二
十

一
年
度
以
降
採
取
す
べ
き
高

右

ハ
三
池
鉱
山
局
に
於

て
明
治
十
六
年
及
び
二
十
年
度

に
ボ
ー
リ
ン
ゴ
ー
を
卸
し

て
測
量
せ
ら
れ
し
三
池
炭
山

の
分
限
な
り

明
治
二
十
年
度
よ
り
向
ふ
十
ケ
年
間
収
支
予
算
書
但
し
十
九
年
度
末

に
於

て
官
行

継
続

の
見
込
を
以
て
概
算
し
た
る
も
の
な
り

自
明
治
二
十
年
度
向
十
ケ
年
間
出
炭
高
概
算
予
算

年
次

勝

立
坑

七

浦

坑

大
浦

坑

庫

ノ
浦
坑

合

計

此
財
産
は
払
下
規
則
第
十

一
条
に
掲
ぐ

る
資
産

に
し
て
四
百
万
円
以
上
評
価
額

の
内
に
含
有
す

埋
蔵
総
炭
量

二
億
三
千
四
百
六
十
三
万
二
千
五
百
噸

明
治
十
六

年
概
測
及
び
二
十
年
度
実
測
合
計
高

記
事
新
企
坑

ハ
川
尻
村
諏
訪
近
傍
に
位
地
を
撰
み
二
十
四
年
度
に
於
て
起
工
し

二
十
九
年
度

に
至
り
竣
成
同
年
度
よ
り
採
炭
創
始

の
見
込
但
し
同
年
度
に
二
万

噸
採
掘
の
見
込
な
り



自
明
治
六
年
七
月
創

至
明
治
二
十
年
三
月

興

業

費

営

業

費

収

入

金

収
支
差
引
残

「収
支
積
算
総
計
表

八
。
甚

九
㌔

九
九
ニ

ニ
、
八

六

七
、
二

〇

四

・
八

三

二

三
、
九

八

一、
六

〇

八

・
=;

六

三

〇

六
、
九

〇

七

・
五

五

二

即
ち
二
十

一
年
度

の
純
益
金
と
す

(出
所
)

『
東
京
経
済
雑
誌

』
第
四

一
七
号

(明
二

一
)
五
八
八
1
九
頁
」

こ
の

「
取
調
書
」
は
、
四
〇
〇
万
円
と
仮
定
さ
れ
た
払
下
げ
代
金
が
将
来

の
収

益
に
よ
っ
て
い
か
に
償
却
で
き
る
か
の
概
算
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、

大
蔵
省
は
、
明
治
二
二
年
以
降

「
五
力
年

の
収
益
見
込
を
三
七
七
万
三

一
〇
七
円

(
「
三
池
石
炭
礦

明
治
二
十

一
年
度
よ
り

同
三
十
五
年
迄
十
五
力
年
賦
此
代
金
四

百
万
円
払
下
計
算
書
」
の

「
益
金
」
と
、
経
費
と
し
て
計
上

さ
れ
て
い
る

「
利
子

金
」
の
合
計
)
、
す
な
わ
ち

一
二
カ
月
平
均

で
二
六
万
四
七
七
九
円
四
五
六
と
試

算
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
近
年

の
収

益

一
九
万
余
円
あ
る
い
は
二
〇
万
円
と

い
っ
た
過
去

の
大
ま
か
な
数
値
を
四
〇
〇
万
円
な
る
価
格
の
根
拠
に
し
て
い
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
五
%
の
資
本
還
元
に
よ
る
と
し
た
説
が
多
分
に
説
得
的
で
な
い
こ

と
も
あ
っ
て
、
小
林
正
彬
氏
は
、
昭
和
四
〇
年
こ
の
価
格
を

「
根
拠
不
明
」
な
政

治
加
算
に
よ
る
も
の
と
推
定
し
た
見
解
を
表
明
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
掲

「
取

調
書
」
の
末
尾
に
あ
る

「
自
明
治
六
年
七

月
創
業

・
至
明
治
二
〇
年
三
月
、
収
支

積
算
総
計
表
」
の

「
営
業
費
」
二
八
六
万
余
円
を
過
大
で
あ
る
と
見
て
、
な
ん
ら

実
際
の
支
出
を
と
も
な
わ
な
い

「
無
形

の
営
業
費
ま
で
払
受
人
側
に
弁
済
さ
せ
る
」

厳
し
い
政
治
加
算
が
松
方

に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
と
推
定

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
⑯

し
か
し
、
こ
の
説
に
も
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
と
も
な
う
。

つ
ま
り
、

こ
こ
で
過

大
と
さ
れ
た

「
営
業
費
」
は
、
毎
期
の
『
三
池
鉱
山
年
報

』
か
ら
作
成
し
た
前
掲

第
三
表
の
総
経
費

(
営
業
費
)
累
計
額
三

〇
九
万
余
円
か
ら
明
治

一
〇
年
六
月

の

決
算
に
お
い
て

「
興
業
費
」
勘
定
に
転
記

さ
れ
た

一
〇
年
六
月
以
前

の
総
経
費
累

計

二
九
万
八
〇
〇
七
円
を

マ
イ
ナ
ス
し
、
次
に

}
五
年
六
月

「
興
業
費
」
勘
定
か

ら
逆

に
転
記
さ
れ
た
七
万
四
九
三
三
円
を
プ
ラ
ス
し
た
額

に
ほ
か
な
ら
ず
、
具
体

的
支
出

の
な
い
架
空
の
経
費
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
四
〇
〇
万

円
な
る
払
下
げ
最
低
価
格
の
根
拠
が
政
治
加
算

に
よ
る
も

の
と
も
考

え
ら
れ

な
い
・
の

以
上
の
よ
う
に
、
従
来

の
代
表
的
な
二
つ
の
見
解
に
は
、
と
も
に
疑
問
な
点
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
四
〇
〇
万
円
な
る
価
格
の
根
拠
に
つ
い
て
、
大
蔵
省
の
公
表
し

た
先

の

「
取
調
書
」
に
よ

っ
て
あ
ら
た
め
て
考
察
し
よ
う
。

ま
ず
、
そ
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

コ
ニ
池
石
炭
礦

明
治
二
十

「
年
度
よ
り
同

三
十
五
年
迄
十
五
ケ
年
賦
此
代
金
四
百
万
円
払
下
計
算
書
」
に
よ
る
と
、
四
〇
〇

万
円
と
仮
定
し
た
払
下
げ
価
格

の
内
、
初
年
度
納
入
金
と
し

て
払
受
人
が
二

}
年

末
ま
で
に
支
払
う

一
〇
〇
万
円
を
除
く
残
り
の
割
賦
金
三
〇
〇
万
円
は
、
そ
の
後

毎
期
の
益
金

に
よ
り
三
五
年
度
ま
で
に
二
六
万
円
の
不
足
を
残
し
て
ほ
ぼ
償
還
さ

れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
間
の
支
出
金

と
し
て

「
経
費

.
興
業
費
」

の
ほ
か
に
、

「
利
子
金

一
〇
三
万
五
五
〇
〇
円
」
が

「初
年
度
納
百
万
円
並
物
品
代
価
即
営
業
資
本
に
当
る
二
〇
万
円
に
対
す
る
年
六

朱
利
金
」
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に

「
利
子
金
」
が
計

上

さ
れ
た
理
由
は
、
大
蔵
省
の
公
示
し
た
三
池
炭
鉱

の
払
下
げ
期
日
が
明
治

二
こ

年

一
月

で
な
く
、
代
金
完
納

の
見
込
ま
れ
る
三
五
年
末

で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
二

一
年
四
月
に
公
示
さ
れ
た

「
払
下
規
則
」
は
、
第

一
条
に
お
い
て

「
三
池
礦
山

ハ
腸
治
】.}十
一.一年
刈
丹
「
肝
み
現
形

ナ
跡
浄
抽
下
グ
ル

モ
ノ
ト
ス
」
、
ま
た
第
九
条
に

「
払
下
代
金

ハ
十
五
ケ
年
賦

ニ
シ
テ
払
下

ヲ
許
可

セ
ラ
レ
タ
ル
日
ヨ
リ
十
日
以
内

二
証
拠
金
ト
シ
テ
金
弐
拾
万
円
ヲ
納
付

シ
第

一
回

年
賦
金
八
拾
万
円
ハ
本
年
十

二
月
十
五
日
納
付
シ
残
金

ハ
之

ヲ
二
十
八
分
シ
明
治

二
十
二
年
ヨ
リ
毎
年
六
月
十
五
日
十
二
月
十
五
日
二
其
壱
分
ツ
ツ
ヲ
上
納

ス
ヘ
キ
モ

ノ
ト
ス

但
証
拠
金
及
第

「
跡
年
購
金

み
上
纏

チ
予
哲
ナ
ル
碍

加
優
山
テ
躰
慶
ザ

ス
」
と
定
め
な
が
ら
、
第

一
〇
条
に
お
い
て

「
磯
山
侮
価
年
購
金
半
年
以
上
延
滞



み
か
時

加
既
納

み
証
拠
金
年
購
金

加
硬
山

挿
侮
料
卜
見
擬
シ
之
テ
邊
仲
セ
み
直

,

礦
山

ヲ
取
上
ク
ヘ
シ
」
と
の
制
限
条
項
を
加
え
て
い
た
。
そ
の
上
、
大
蔵
省
は
、

「払
下
規
則
」
公
示
か
ら
五
日
後
の
四
月

二
八
日

「
大
蔵
省
告
示
第
五
四
号
」
に

て
、

「該
石
炭
礦

払
下

ハ
礦
山
ノ
営
業
権
並

二
付
属
資
産
ヲ
払
下
ク
ル
モ
ノ
ナ
レ

ハ
三
池
臨
堅
山
抽
一卜
規
肌
～第
↓川
条
期
腸
中

加
貸
一ト

,
シ
♪
斥甲
噂脚
舟
納

み
』
山
加
跡
本
匹卯

法

ユ
拠
肪
借
区
ナ
弥
受
久
～
キ
鋳
」
心
得

～
シ
」
と
、

一
層
直
裁
に
三
五
年
ま
で

払
下
げ
に
な
ら
な
い
旨
を
言
明
し
て
い
る
。
⑧

し
た
が

っ
て
、
明
治
三
五
年
末
ま
で
払
受
人
が
毎
期
払
込
む

一
五
力
年
賦
金
は
、

い
わ
ゆ
る
前
払

い
金
の
性
格
を
も
つ
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
実
質
的
な
三
池

炭
鉱
払
下
げ
価
格
は
、
四
〇
〇
万
円
以
上

の
落
札
価
格
の
ほ
か
、

「払
下
規
則
」

第
八
条
に
お
い
て
二

一
年
中
に
別
納
す
べ
し
と
さ
れ
て
い
た

「貯
蔵
ス
ル
物
品
及

ヒ
既

二
採
収

シ
未
販
売
ノ
石
炭
」
代
価
二
〇
万
円
θ

と
、
こ
う
し
た
前
払

い
に

当
然
付
随
す
る
べ
き
利
子
金
を
合
計
し
た
額
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
前
払

い
利
子
金
が
先
の

「
利
子
金
」

一
〇
三
万
五
五
〇
〇
円
と
い
う

こ
と
に

な
る
。

換
言
す
る
と
、
四
〇
〇
万
円
の
払
下
げ
最
低
価
格
は
、
払
受
人
の
三
池
炭
鉱

に

た
い
す
る
所
有
権
が
確
定
す
る
三
五
年
末
ま
で
実
質
上
の
払
込
み
に
な
る
右

の
合

計
金
額
五
二
一二
万
五
五
〇
〇
円
か
ら
別
払

い
と
な
る
貯
蔵
物
等

の
代
価
や
前
払
い

金
利
子
相
当
額
を
割
引
い
た
額
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
な
お
、

「
利
子
金
」
が

二

↓
年
の
初
年
度
納
入
金
に
限

っ
て
計
上

さ
れ
て
い
る
の
は
、
残
り
の
割
賦
金
が

二

一
年
八
月
に
予
定
し
て
い
る
開
札

の
結

果
を
ま
た
な
い
と
具
体
的
に
確
定
し
な

い
た
め
と
思
わ
れ
る
・
⑲

で
は
、
五
二
三
万
五
五
〇
〇
円
と
な
る
実
質

の
払
下
げ
最
低
価
格
は
、
い
か
な

る
算
定
根
拠
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
回
り
し
て
述
べ
る
と
、
明
治
六

年
七
月
以
降
二
〇
年
三
月
ま
で
の
官
営
期
間
平
均
収
益
率
に
よ
っ
て
、
二
二
年
以

降

の
年
間
予
想
収
益
高
か
ら
資
本
還
元
し

た
評
価
額
を
ま
ず
算
出
し
、

そ

れ

に

二
〇
年

一
二
月
末

の
貯
蔵
物
品
在
高
を
プ

ラ
ス
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
す

な
わ
ち
、

「
取
調
書
」
末
尾
の

「
収
支
積
算
総
計
表
」
等

に
よ

っ
て

算
出

し

た

二
〇
年
三
月
以
前

一
四
年
間
の
平
均
収
益
率
は
、
五

・
〇
九

一
%
で
あ
る
。
㈹

ま
た
、
二
二
年
以
降
の
年
間
予
想
収
益
高
は
、
前
述

の
ご
と
く
二
六
万
四
七
七
九

円
四
五
六
で
あ
る
。
こ
の
収
益
高
を
前
者
の
収
益
率

に
よ

っ
て
除
算
す
る
こ
と
で

資
本
還
元
し
た
評
価
額
は
、
五
二
〇
万
九
三

一
円

}
五
六
と
な
る
。
こ
れ
に
払
受

の

人
の
別
納
と
な

っ
て
い
る

「
貯
蔵
物
品
」
在
高
三
万
五
〇
三
九
円
三
三
q

を
加

え
る
と
、
五
二
一二
万
五
九
七

一
円
余

に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
前
述
し
た
四
〇
〇

万
円
の
公
示
価
格
が
実
際
に
意
味
す
る
五
二
三
万
五
五
〇
〇
円
と
僅

か
四
七

一
円

の
差

で
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上

の
こ
と
か
ら
、
大
蔵
省
公
示
の
四
〇
〇
万
円
と
い
っ
た
三
池
炭
鉱
の
払
下

げ
最
低
価
格
は
、
従
来
い
わ
れ
る
よ
う
な
過
去

一
、
二
年
の
収
益
を
四
〇
〇
万
円

で
除
算
し
た
五
%
の
数
値
を
も
と
に
し
た
資
本
還
元
に
よ
る

の
で
な
く
、
ま
た
政

治
加
算
に
よ
る
,も
の
で
も
な
く
、

一
四
力
年
に
及
ぶ
官
営
期
の
平
均
収
益
率

を
も

と
に
今
後

の
予
想
収
益
か
ら
資
本
還
元
し
た
か
な
り
合
理
性
の
高
い
算
定
根
拠
を

も
つ
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
、
三
池
炭
鉱

の
払
下
げ
確
定
年
度
が
三
五
年
末

ま
で
延
ば
さ
れ
た
の
は
、
払
下
げ
に
反
対
の
松
方
蔵
相
が
払
受
人

の
割
賦
金
滞
納

な
ど
に
よ
る
払
下
げ
の
中
止
、
す
な
わ
ち
再
官
有
化
を
期
待
し
、
か

つ
見
込
ん
だ

た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
⑤

し
か
し
・
そ
の
場
合
も
・
彼
が
払
下
げ
価
格

に
恣
意

的
な
政
治
加
算
を
行
な

っ
て
最
初
か
ら
払
下
げ
を
阻
止
す
る
こ
と
は
、
前
節
で
見

た
よ
う
な
払
下
げ
決
定
に
い
た
る
経
緯
か
ら
推
し
て
難
か
し
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

㈱
④

『
官
報

』
明
治

二

「
年
四
月

二

一
日
。
前
掲

『
男
爵

団
琢
磨
伝

』
上
巻

、

一
九

二
頁

②

前
掲

「
近
代
産
業

の
形
成
と
官
業
払
下

げ
」
三

二
四
-
五
頁

③

同
上

書
、
三

二
〇

1
三
五
頁

④

上

記

の
二
説

の
ほ
か
に
、
団
琢
磨

は
、
松

方
が
故
意

に
払

下
げ
を
阻
む

た

め

に
、
三
池
炭

鉱

の
膨
大

な
埋
蔵
炭
量

を
も
と
に
四
〇

〇
万

円
以
上

と

い
う
高
価

格
を
算
出

し
た
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た

田
中

修
氏
は

、
五
%
資
本
還

元
説

に

一
応

一14一



同
意

し
な
が
ら
も

、
明
治

二
〇
年
以
前

の
官
業

払
下
げ

に
よ

っ
て
回
収

で
き
な

か

っ
た
投
下
資

金
累
計
四

四
七
万
余
円

の
償
還

を
ね
ら

っ
た
ふ
し
が

あ
る
と
推
定

し

て

い
る
。

さ
ら

に
上
妻
幸
英

氏
は
、

三
池

炭
鉱
官
営
期

の
支
出

金
累
計
額

の
回
収

を
ね
ら

っ
た
と
推

定
し

て
い
る
。
し

か
し

、

こ
う
し
た
諸

見
解

は
、
具
体
的

な
論

証

を
欠

い
た
り

、
論
証
プ

ロ
セ

ス
に
難
点

が
あ

っ
て
疑
問

と
思

わ
れ

る
。

(前
掲

『
男
爵

団
琢
磨

伝

』
上

巻
、

一
九
〇
1

二
頁

。
前
掲

「
工
部
省

所
管
事
業

の
払
下

げ
と
三
池
炭
鉱

の
払

下
げ

」
八
八

頁
。
上
妻
幸

英

コ
ニ
池
炭
鉱

官
業

払
下

げ
価
格

に

つ
い
て
」

(
『
日
本
歴
史

』
第

二
七
号

、
昭
四
六
、
六
八

-
七
五
頁

)

⑤

『
朝
野

新
聞

』
明
治

二

一
年
四
月

二
二
日
。

『
郵
便
報

知
新
聞

』
二

「
年

四
月

二
四

日
。

『
東

京
経
済

雑
誌

』
第

四

一
六
号

、

二

一
年
四
月

二
八

日
、

五
四

二
頁

⑧

前
掲

「
三
池
炭
鉱

の
払

下
げ

に

つ
い
て
」
四
七

1
九
頁

切

前
掲

「
明
治
初
期

三
池
鉱
山

の
近
代
化

過
程

」

=
二
二
頁
。
前
掲

『
三
池

鉱
山
第

一
〇

次
年
報

』
明

一
四

・

一
五
。
小
林

氏
は
、

「
営
業

費
」

を
過

大
と
見

る
別

の
理
由

と
し
て
、
石

塚
裕

道
氏

の
集
計

に
な
る
明
治

六
年
か
ら

一
八

年
末
ま

で
の
三
池
鉱
山

分
局

「
興
業

費

」
と

「
営
業
費

」

の
合
計

が
七
五
万
五

〇
六
二
円

で
あ
る

こ
と

を
指

摘

さ
れ
た
。
だ
が
、

こ
の
額
は
、
工
部
省

が
必
要

に
応

じ

て
支

給
し
た

「
別
途

費
」

や

「
興
業

費
」
用
資
金

の
合

計

で
あ
り

、
三
池
鉱
山

の

「
工

業

資
本
金

」
や

「
収
入
金

」
を
元
手

と
し

て
支

弁
し

た

「
営
業

費
」

を
含
ん

で

い

な

い
こ
と
に
留
意

さ
れ

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(
前
掲

「
三
池

炭
鉱

の
払
下

げ
に

つ
い
て
」

四
八
頁
。
石
塚
裕
道

「
殖
産
興
業
政
策

の
展
開
」

(
前
掲

『
日
本

経
済

史
大
系

・
五

』
四
六
頁

の
第

「
表
)

⑧

『
官
報

』
明
治

二

}
年
四
月

}
=

、

二
六
日

⑨

「
払

下
規

則
」
第
八
条

は
、

「
三
池
礦
山

局

二
貯
蔵

ス
ル
物

品

及

ヒ
既

二

採
取

シ
未
販
売

ノ
石
炭

ハ
礦
山
代

価

ノ
外

ニ
シ
テ
該
礦
山

払

受
者

ハ
帳
簿

二
記
載

シ
運
送
其
他

ノ
実
費

ヲ
合

セ
タ

ル
代
価

ヲ

「
時

二
上
納

シ
払
下

ヲ
ナ

ス

ヘ
キ
義

務

ア
ル
モ
ノ
ト

ス
」
と
規
定
し

て

い
る
。
な

お
、

二
〇
万
円

と
い

っ
た
額

は
、

「
取

調
書

」
中

の
前
述

し
た

「
利

子
金
」

の
但
書

き
に
あ
る

「
物
品
代

価
即
営
業
資
本

に
当

る
二
〇
万

円
」

で
あ
る

。

㈹

こ

の
よ
う

に
公

示
価
格

が
前
も

っ
て
前
払

い
金
利

子
相
当
額

を
控
除

し
た

割
引
価
格

の
た
め

に
、

「
払
下

規
則

」
第

=

一
条

に

「
礦
山
代

価

年
賦

金

ハ
他

日

何
等

ノ
事

情

ア
ル
モ
延
期

又

ハ
減
価

又

ハ
利
引
ケ

一
時
上
納

ヲ
請
願

ス
ル

ヲ
許

サ

ス
」
と

し
た

の
で
あ
ろ
う
。

⑳

明
治
六
年

か
ら

二
〇
年
ま

で

の
平
均

収
益
率

は
、

刈

(付

記
)
④
興
業
費

は
全

額
償
却
済

、
◎
営
業
資
本
金

は
前
掲
各
期

『
三
池
鉱

山
年
報

』
か
ら
抽
出

、
㊦
財

産
評
価
額

に
は
、

「
営
業
資
本

金
」
か
ら
充
当

さ
れ

た

「
貯
蔵
物

品
」
代

を
含

ま
な

い
。

②

こ
の

「
貯
蔵
物
品
」
代

は
、

「
払
下
規

則
」
第
八
条

に
規
定

さ
れ

た

「
貯

蔵

ス
ル
物

品

及

ヒ
既

二
採
収

シ
未

販
売

ノ
石
炭

」
代

価

二
〇
万

円

の
中

に
含
ま

れ

て

い
る
。

㈹

前
掲

「
三
池

炭
鉱

の
払
下
げ

に

つ
い
て
」
五
三
ー
五
頁

四

三
井
に
よ
る
落
札
と
三
菱
の
動
き

最
後
に
、
三
池
炭
鉱
の
入
札
競
争
に
お
け
る
三
井
と
三
菱

の
企
業
行
動
の
違
い

を
検
討
し
よ
う
。

大
蔵
省
に
お
け
る
三
池
炭
鉱
の
入
札
に
よ
る
払
下
げ
の
決
定

は
、
ま
さ
に
そ
の
時

期
取
扱
い
品
の
比
重
を
従
来
の
米
穀
か
ら
三
池
炭
を
は
じ
め
と
す
る
石
炭
に
移
し

つ
つ
あ
っ
た
三
井
物
産
に
と

っ
て
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で

同
社
社
長
益
田
孝
は
、
当
時
業
績
不
振

の
著
し
か

っ
た
三
井
銀
行
か
ら
相
当
な
苦

心
の
末
に

一
〇
〇
万
円
の
融
資
を
あ
お
ぎ
、
万
全
の
注
意
を
払

っ
て
応
札
す
る

こ

と
に
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
三
井
銀
行
に
融
資
を
依
頼
し
た
際
、
同
行
副
長
西

邑
虎
四
郎
に
次
の
ぐ
と
く
三
井
物
産
と
三
池
炭
の
結
び
付
き
を
力
説
し
た
。

「
物
産
会
社
が
上
海
だ
の
香
港
だ
の
新
嘉
披
だ
の
に
店
を
持

っ
て
い
る
の
は
、

三
池

の
石
炭
を
輸
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
政
府
が
三
池
炭
礦

を
払
下
げ
る
こ

と
に
な

っ
た
の
に
三
井
が
そ
れ
を
手

に
入
れ
な
け
れ
ば
海
外

の
店
を
引
揚
げ
な
け



れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
海
外
発
展
と
云
う
こ
と
は
到
底
出
来
な

い
。
そ
れ
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
ω

と
こ
ろ
で
、
大
蔵
省

の
採
用
し
た
競
争

入
札

に
よ
る
払
下
げ

の
方
法
は
、
従
来

の
官
業
払
下
げ
が
と
か
く
物
議
を
か
も
し

た
の
に
比
べ
て
、
新
聞
な
ど
か
ら
概
し

て

「
公
平
の
方
法
」
と
評
価
さ
れ
た
。
②

も

っ
と
も
、
入
札
の
最
低
価
格
が

四
〇
〇
万
円
の
高
額
で
あ
っ
た
た
め
に
、

『
大
阪
日
報

』
明
治
二

一
年
四
月

二
五

日
号

に

「我
国
の
資
本
家

に
取
り
て
は
中

々
容
易
な
ら
ざ
る
大
金
な
れ
ば
浮
と
手

出
し
を
為
す
者
も
あ
ら
ざ
る
可
く
左
す
れ
ば
矢
張
り
此

の
事
業

に
当
ら
ん
と
す
る

者
は
従
来
政
府

に
も
能
く
知
ら
れ
た
る
二
一二
の
豪
商
を
措

い
て
他
に
其
人
な
き
が

ご
と
し
、
…
…
爾
余
の
資
本
家
又
は
実
業

家
は
空
し
く
こ
れ
を
羨
望
す
る
の
外
又

如
何
と
も
為
す
能
は
ざ
る
可
く
」
と
論
評

さ
れ
た
よ
う
に
、
価
格
の
面
か
ら
入
札

者
の
資
格
を
厳
し
く
絞
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
大
蔵
省
と
し
て
も
、

「
払
下

規
則
」
の
第
三
条

に
お
い
て
新
設

の
会
社
や
組
合
に
よ
る
応
札
を
認
め
て
い
た
。

し
か
し
、
地
元
福
岡
県
有
志
の
計
画
し
た
払
受
け
運
動
が
資
金
調
達
難
か
ら
立
消

え
と
な

っ
た
β

よ
う

に
、
会
社
な
ど
の
新
設

に
よ

っ
て
入
札
に
必
要
な
資
金
を

早
急
に
集
め
る
こ
と
は
難
し
か

っ
た
。

そ
の
結
果
、
早
く
か
ら

「
世
間
の
風
評

」
と
し
て
三
井
と
三
菱
に
よ
る
入
札
が

予
想
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
ω

だ
が
、
三
菱
は
、
そ
れ
ま
で
三
池
炭
鉱

の
民
営
化
を
種

々
画
策
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
〇
〇
万
円
程
度
が
妥
当

な
払
受
け
価
格
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
早
く
か
ら
四
〇
〇
万
円

以
上

の
入
札
が
不
調
に
終
る
と
見
込
み
、
別
に
松
方
蔵
相

へ

「
相
当
代
価
」
を
も

っ
て
譲
り
受
け
た
い
と
す
る
上
申
書
を
提

出
し
た
と
い
わ
れ
る
。
⑤

こ
の
よ
う

に
三
井

の
入
札
辞
退
ま
で
見
込
む
三
菱

の
情
勢
判
断
の
甘
さ
は
、
三
井
の
よ
う
に

三
池
炭
鉱

の
内
情
ま
で
熟
知
し
て
い
な
か

っ
た
ほ
か
に
、
三
池
炭
鉱
と
並
ん
で
当

時
わ
が
国
で
最
も
近
代
的
な
出
炭
体
制
を
も

っ
て
い
た
高
島
炭
鉱
を
明
治

一
四
年

以
降
経
営
し

て
い
た
経
験
か
ら
、
三
井
物
産
な
ど
他
業
種
の
企
業
に
よ
っ
て
は
経

営
し
え
な
い
と
の
自
負
を
も

っ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
三
菱

の
ほ
か

に
も
、
四
〇
〇
万
円
以
上
の
払
下
げ
価
格
を
割
高
と
見
る
者
が
少
な
く
な
か

っ
た
。

た
と
え
ば

『
東
京
経
済
雑
誌

』
明
治

二
〇
年
四
月

二
八
日
号
は
、
落
札
価
格
が

四
〇
〇
万
円
を
上
回
ら
な
い
と
予
想
し
て
い
た
。
ま
た
、
後

に
開
札
結
果
を
報
じ

た

『
東
京
日
々
新
聞

』
同
年
八
月
二
日
号
も
、

「
何
分
大
枚
四
〇
〇
万
円
以
上
の

事
ゆ
え
、
入
札
者
有
無
如
何

あ
ら
ん
か
と
思
ひ
居
り
た
る
に
」
と
述

べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
三
菱

の
思
惑
と
違

っ
て
、
三
井
は
、
三
井
物
産
益
田
社

長

の
独
断
に
よ

っ
て
佐
々
木
八
郎
、
加
藤
総
右
衛
門
、
三
井
武
之
助

・
養
之
助

の

名
義
を
使

っ
て
三
段
階
の
価
格
を
入
札
し
た
。
益
田
は
、
こ
の
三
段
階

の
入
札
を

次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
佐
々
木
も
加
藤
も
三
井

の
札
で
あ
る
。
私
が
名
を
借
り
て
入
れ
た
の
で
あ
る
。

四
百
万
円
が
政
府

の
台
で
、
其
れ
を
武
之
助
養
之
助
の
名

で
入
れ

(
実

際

は

四

一
〇
万
円
を
入
札
1
引
用
者
注
)
、
四
百
二
十
七
万
五
千
円
と
云
う
の
を
加
藤

の
名
で
入
れ
た
が
、
其
れ
で
も
取
れ
な
く
て
は
困
る
か
ら
、
四
百
五
十
万
円
と
云

う
の
を
入
れ
よ
う
、
併
し
四
百
五
十
万
円
と
云
う
の
は
ほ
か
に
誰
か
あ
る
か
も
し

れ
な
い
か
ら
、
も
う
五
万
円
増
し
、
其
れ

へ
五
千
円
と
云
う
葉
を
付
け
て
、

四
百
五
十
五
万
五
千
円
と
云
う
の
を
佐
々
木
八
郎

の
名

で
入
れ

た

の
で
あ

っ

た
」
⑥

こ
こ
で
、
三
井
が
入
札
の
最
高
額
を
四
五
〇
万
円
台
と
し
た
理
由
は
、
定
か
で

な
い
。
四
五
〇
万
円
か
ら
初
年
度
即
納
金

一
〇
〇
万
円
を
除
く
三
五
〇
万
円
の
年

賦
金
が
二
五
万
円

二

四
力
年
賦
)
と
な
り
、
前
掲

「
取
調
書
」
に
よ
る
今
後
の

年
間
予
想

収
益

二
六
万
余

円
か
ら
振
り
む
け
う
る
限
度
に
近

い
た
め
と
も
考
え

ら
れ
る
・
⑦

か
く
し
て
、
明
治
二

一
年
八
月

一
日
大
蔵
省
に
お
い
て
開
札

の
結
果
は
、
佐
々

木
の
四
五
五
万
五
〇
〇
〇
円
が
入
札
最
高
額
で
あ

っ
た
。
次
い
で
、
島
田
善
右
衛

門

(
代
理
川
崎
儀
三
郎
)
の
四
五
五
万
二
七
〇
〇
円
、
以
下
、
加
藤

(代
理
小
久

保
佐
助
)
、
三
井
武
之
助
な
ど

(代
理
馬
越
恭
平
)
の
順

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、

島
田
以
外
は
、
す
べ
て
三
井
か
ら

の
入
札

で
あ
っ
た
。



三
井
が
三
段
階
の
価
格
に
よ
っ
て
入
札

し
た
の
は
、
落
札
に
万
全
を
期
し
た
た

め
と
、
ま
た
対
抗
者
不
在
の
場
合
、
よ
り
下
位
の
価
格
で
落
札
し
よ
う
と
企
て
た

た
め
で
あ
る
。
当
時
官
有
物
の
入
札
に
よ
る
払
下
げ
に
は
、
証
拠
金
等
を
徴
収
さ

れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
狡
猜
な
入
札
法
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
た

と
い
わ
れ
る
・
⑧

ち
な
み
に
・

『
毎
日
新
聞

』
二

一
年
八
月

一
五
日
号
は
・
三

池
炭
鉱
払
下
げ
に
つ
い
て
の
社
説
中
に
こ
う
し
た
入
札
法
を
官
有
物
払
下
げ
に
と

も
な
う
弊
害

の

一
つ
で
あ
る
と
し
、
次

の
ご
と
く
説
明
し
て
い
る
。

「
適
当

の
資
材
あ
り
と
錐
ど
も
其
者

一
種

の
猜
法
を
施
し
平
将
門
の
軍
法
に
倣

び
自
分
籏
下

の
輩

に
も
入
札
せ
し
め
自
分

と
自
分
籏
下
の
輩
の
入
札
の
中
間
に
他

人
の
投
入
す
る
な
け
れ
ば
自
分
よ
り
多
額

に
入
税
し
た
る
者
に
順
次
に
権
利
を
棄

揖
せ
し
め
最
後
に
最
低
価
格
に
て
自
分

の
手

に
落
札
せ
し
む
る
の
軍
法
を
用
う
る

こ
と
是
な
り
」

そ
の
後

『
毎
日
新
聞

』
は
、
八
月
二
三
日
か
ら
三
日
間

「
謹
ん
で
大
蔵
大
臣
に

質
す
所
あ
り
」
と
題
し
た
社
説
を
連
載
し
、
三
井
に
よ
る
一二
池
炭
鉱
の
落
札
に
疑

問
を
投
じ
た
。
そ
の
要
旨
は
、
ほ
と
ん
ど
自
ら
の
資
産
を
も
た
な
い
佐
々
木
の
入

軋
が

「
払
下
規
則
」
第

二
条
中
の

「
入
札

二
ハ
払
下
代
金
ヲ
完
納
シ
及
ヒ
採
炭
事

業

二
給
足

ス
ヘ
キ
資
力

ノ
証
明
書
ヲ
添
付

ス
ヘ
シ
」
と
い
っ
た
規
定
に
抵
触
す
る

と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
政
府
が

「
入
札

の
際
世
間
の
通
弊
を
活
用
」
し
た

「
最

下
点
入
札
者

の
指
揮

を
奉
す
る
人
形
た
る
に
過
ぎ
」
な
い
佐
々
木
の
入
札
を
有
効

に
す
る
こ
と
で
、

「
正
直
な
る
者
は
常

に
利
を
失
い
廉
恥

に
乏
し
き
者
は
常
に
利

を
得
政
府
は
詐
偽
陰
謀
の
徒
を
保
護
」
す
る
結
果
に
な
る
と
批
判
し
た
も

の
で
あ

る
・
⑨

し
か
し
、

こ
う
し
た
批
判
は
結
局

一
部

の
声

に
止
ま

っ
た
。
言
論
界
な
ど
大
方

の
意
見
は
、
佐
々
木
が
三
井
の
影
武
者

(
ダ
ミ
ー
)
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、

「
三
井
組
は
日
本
絶
群

の
金
穴
な
り
此
金
穴

の
保
証
と
あ
ら
ば
此
上
に
確
実
な
る

保
証
な
し
政
府

に
は
此
確
実
な
る
保
証
を
得
た
る
が
故
に
之
れ
に
払
下
け
た
る
な

り
此
払
下
た
る
政
府

に
於
て
損
す
る
所
な
く
又
社
会

に
於
て
害
す
る
所
な
し
之
れ

に
対
し
彼
此
異
論
す
る
は
無
益
の
業
な
り
」
⑩

と
い
う
よ
う
に
三
井
の
落
札
を

予
想
通
り

の
結
果
と
し
て
い
っ
た
。

他
方
、
三
菱
は
、
前
述
の
ご
と
く
大
蔵
省

へ
別
に
上
申
書
を
提
出
し
て
い
た
た

め
と
思
わ
れ
る
が
、

一
般
の
予
想
と
違

っ
て
入
札
に
参
加
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
、

三
菱
は
、
当
時
最
主
力
部
門
と
し
て
い
た
高
島
炭
鉱
が
海
底
採
炭
の
技
術
的
限
界

に
直
面
し

つ
つ
あ

っ
た
。
事
実
、
そ
の
出
炭
高
は
、
明
治
二

一
年
の
三
〇
万
六
五

四
八

ト
ン
を
ピ

ー
ク

に
、
以
後
二
二
年
二
七
万
ト
ン
、
二
五
年

一
八
万
ト
ン
、

二
七
年

一
二

ト
ン
へ
と

大
き
く

落
ち
込
む
の
で
あ
る
。
qり

し
た
が

っ
て
・
そ

の
代
替
と
な
る
有
望
な
新
炭
鉱
を
早
急
に
確
保
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
、
高
島
に
近
接
す
る
島
々
に
鉱
区
を
ひ
ろ
げ
る

一
方
、

「
三
池
礦
山

払
下
規

則
」
公
示
直
後
に
近
い
将
来
中
国
市
場
で
三
池
炭
と
の
競
合
が
予
想
さ
れ
た
安
南

(
ベ
ト
ナ
ム
)
の
炭
鉱

へ
高
島
炭
鉱
外
国
人
技
師
を
派
遣
し
て
調
査
さ
せ
た
り
も

し

て
い
た
・
㈹

と
も
あ
れ
、
三
池
炭
鉱

の
入
札
に
、
三
菱
は
参
加
し
な
か

っ
た
。
た
だ
し
、
三

菱
は
、
三
井
と
同
様

に
島
田
を
影
武
者
と
し
て
使

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

三
井
物
産

の
益
田
社
長
は
、
島
田
の
代
理
人
で
あ
る
川
崎
に
つ
い
て

「
川
崎
が
臭

い
。
川
崎
と
云
う
の
は
三
菱
の
廻
し
者
で
あ

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
㈹

こ
れ

が
事
実
と
す
る
と
、
三
菱
も
、
三
井

の
よ
う
に
島
田
名
義
で
最
高
額
を
入
札
し
、

対
抗
者
不
在

の
時
、
島
田
の
入
札
を
辞
退
さ
せ
、
す
で
に
上
申
書

で
申
入
れ
て
い

る
三
〇
〇
万
円
位
に
よ
る
払
受
け
を
企
て
た
こ
と
に
な
る
。
も

っ
と
も
、
三
菱
と

島
田
の
こ
う
し
た
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
⑯

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
島
田
が
佐
々
木
に
つ
ぐ
額
を
入
札
し
た
た
め
、
三
井
は
、

武
之
助
あ
る
い
は
加
藤
名
義
の
入
札
額
に
よ
る
払
受
け
に
失
敗
し
、
入
札
最
高
額

の
四
五
五
万
五
〇
〇
〇
円
に
よ
っ
て
念
願

の
三
池
炭
鉱
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な

っ

た
。
す
な
わ
ち
、
八
月
八
日
と

一
五
日
に
佐
々
木
の
払
受
け
に
必
要
な
義
務

一
切

の
履

行
に
つ
い
て
三
井
が
保
証
す
る
上
申
書
を
大
蔵
省
に
提
出
し
て
、

一
六
日
三

池
炭
鉱

の
払
下
げ
を
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
後
二

一
日
、
佐
々
木
か
ら
二
〇
〇
〇
円



円
の
謝
礼
と
引
き
換
え
に

「
三
池
礦
山

払
下
代
金
上
納
及
該
山

二
係

ル
万
事
総
理

全
権
」
に
た
い
す
る
委
任
状
を
取
付
け
、
大
蔵
省
に
届
出
た
。

な
お
、
こ
う

し
た
払
受
人

の
実
質
的
な
名
義
変
更
は
、
も
と
も
と

「
払
下
規
則
」

の
不
備
を
た

く
み
に
衡
い
た
も
の
だ
け
に
、
大
蔵
省

も
了
承
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
か
く
し
て
、
三
井
は
、
明
治
二
二
年

一
月
三
池
炭
礦

社
を
創
立
し
て
、
政
府

か
ら
三
池
炭
鉱

の
経
営
を
引
き
継
い
だ

の
で
あ
る
。

以
上
の
経
過
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、
三
井
は
、
三
井
物
産
に
と
っ
て
三
池
炭

鉱
払
受
け
の
成
否
が
き
わ
め
て
重
大
な
戦
略
的
経
営
要
件
で
あ
る
と
判
断
し
、
用

意
周
到
な
入
札
方
法
に
よ

っ
て
二
番
札

の
島
田
と
僅
か
二
三
〇
〇
円
の
差

で
払
受

け
に
成
功
し
た
。
他
方
、
は
や
く
か
ら
三
池
炭
鉱
の
民
間
払
下
げ
運
動
に
主
体
的

役
割
を
は
た
し
て
き
た
三
菱
は
、
そ
の
官
営
中
止

に
重
大
な
関
心
を
む
け
な
が
ら

も
、
高
価
格
な
払
受
け
に
消
極
的
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
入
札

に
直
接
参
加
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
言
わ
れ
る
よ
う
な
島
田
を
影
武

者
と
し
た
入
札
に
よ

っ
て
も
、
結
局
払

受
け
に
失
敗
し
た
。
こ
う
し
た
三
井
と
三

菱

の
三
池
炭
鉱
払
下
げ
に
た
い
す
る
企
業
行
動
の
違
い
が
、
そ
の
成
否
を
大
き
く

分
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
払
受
け
の
成
否
は
、
そ
の
後
の
両
社

の
企
業
行

動
に
ま
で
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

三
井
は
、
三
池
炭
鉱
を
も

つ
こ
と
で

一
曜
国
内
屈
指

の
炭
鉱
業
者
と
な
っ
た
が
、

前
節

で
述
べ
た
よ
う
に
年
賦
金
完
納
ま

で
貸
下
の
形
を
と
る
と
し
た
大
蔵
省

の
規

定
が
あ

っ
た
た
め
、
明
治
三
五
年
末
の
代
金
完
納
ま

で
三
池
炭
鉱
没
収
の
危
惧
を

払
う
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。
⑯

ま

た
、
三
井
の
主
力
事
業
で
あ

っ
た
三
井
銀

行
も
、
当
時
中
上
川

の
大
改
革
を
目
前

に
業
績
不
振
の
度
を
強
め
て
お
り
、
炭
鉱

業
に
こ
れ
以
上

の
投
資
を
行
な
う
余
力
が
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
年
間
二
五
万
円

余

に
及
ぶ
年
賦
金
は
、
三
池
炭
鉱
の
経
営
に
専
念
す
る
こ
と
で
稼
ぎ
出
さ
ね
ば
な

ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
年
賦
金
の
重
圧
に
よ

っ
て
、
三
井
は
、
明
治

二

一
、
二
年
頃
か
ら
東
京
や
大
阪

の
実
業
家
ま
で
繰
り
込
ん
で
展
開
さ
れ
た
筑
豊

炭
田
の
坑
区
獲
得
競
争
を
し
ば
ら
く
傍
観

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
⑰

三
井

の
筑

豊
進
出
は
、
三
池
炭
鉱
の
代
金
支
払
い
の
見
通
し
の
つ
い
た
二
九
年
嘉
穂
郡
に
山

野
炭
鉱
を
開
坑
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
⑥

し
か
る
に
、
三
菱
は
、
三
池
炭
鉱
の
払
受
け
を
逸
し
た
直
後
、
早
々
と
筑
豊
に

お
け
る
坑
区
獲
得
に
乗
り
出
し
た
。
前
述
の
ご
と
く
政
府
は
、
明
治

一
八
年
以
降

海
軍
予
備
炭
田
の
指
定
に
関
連
さ
せ
て
筑
豊
の
増
借
区
出
願
を
差
し
止
め
て
い
た
。

そ
こ
で
三
菱
は
、
二

一
年
九
月
川
村
純
義
元
海
軍
卿
が
鞍
手
郡
の
新
入
炭
鉱
に
隣

接
し
た
海
軍
予
備
炭
田
に
関
す
る
権
利
を
地
元
か
ら
取
り
付
け
た
際
、
三
菱
社
員

を
川
村

の
代
理
人
と
さ
せ
て
い
た
。

つ
い
で
同
年

一
一
月
、
海
軍
省

へ
田
川
郡
な

ど
の
予
備
炭
田
に
お
け
る
請
負
採
炭
を
出
願
し
た
が
却
下

さ
れ
た
。
⑨

こ
の
他
、

東
京
に
お
い
て
渋
沢
栄

一
・
大
倉
喜
八
郎

・
上
京
し
た
筑
豊
石
炭
坑
業
組
合
代
表

な
ど
と
共
に
、
筑
豊
の
海
軍
予
備
炭
田
封
鎖

の
解
除
運
動
を
行
な

っ
た
。
そ
し
て
、

二
二
年
三
月
予
備
炭
田
指
定

の

一
部
解
除

(
四
月
実
施
)
が
見
込
ま
れ
る
と
、
川

村
が
先
に
確
保
し
て
い
た
坑
区
権
を
譲
り
受
け
、
つ
い
で
四
月
そ
の
坑
区
に
隣
接

し
た
新
入
炭
鉱
と
嘉
穂
郡

の
韓
田
炭
鉱
を
買
収
し
た
。
さ
ら
に
、
二
一二
年
末
そ
れ

ま
で
九
州
全
体
の
炭
鉱
事
業
を
統
轄
し
て
き
た
長
崎
の
三
菱
炭
坑
事
務
所
ま
で
筑

豊
に
移
転
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
三
池
炭
鉱

の
払
受
け
に
よ

っ
て
、
三
井
は
、
炭
鉱
事
業
発
展
の
途

を
ひ
ら
き
、
そ
の
後

の
総
合
財
閥
と
し
て
の
発
展
、
な
か
で
も
重
工
業
分
野
に
お

け
る
多
角
化

の
一
大
根
幹
を
獲
得
し
た
が
、
高
額
な
代
金

の
重
圧
に
よ

っ
て
そ
の

後
炭
鉱
事
業

の
拡
大
を
し
ば
ら
く
見
合
す
こ
と
に
な

っ
た
。
他
方
、
三
菱
は
、
そ

の
払
受
け
に
逸
し
た
分
を
挽
回
す
る
よ
う
に
、

「
中
央
資
本
」
と
し
て
最
も
早
く

筑
豊
進
出
を
敢
行
し
、
同
地
に
お
け
る
自
社
の
優
位
を
き
ず
い
た
。
そ
し
て
、
炭

鉱
事
業
を
造
船
業

に
並
ぶ
重
工
業
分
野

で
の
多
角
化
の
有
力
な
根
幹
と
し
て
、
三

井
に
次
ぐ
総
合
財
閥

に
発
展
す
る
途
を
ひ
ら
い
て
い
く
の
で
あ
っ
た
・
⑳

㈱

①

前
掲

『
自
叙

益
田
孝
翁
伝

』
二
九

一
1

二
頁

②

明
治

二

一
年
四
月

二
四
日

『
郵

便
報
知

新
聞

』
、

『
大
阪

日
報

』
な
ど
。



③

大

牟
田
市

『
大
牟
田
市
史

』
中

巻
、
昭

四

「
、
四
八
〇
頁

④

『
毎

日
新
聞

』
明
治

二

一
年
八
月

一
六

日

⑤

明
治

一
=

年
五
月

【
七
日

『
朝

野
新
聞

』
、

『
東
京

日
々
新

聞

』
、

『
郵

便
報

知
新
聞

』
。
前

掲

『
自
叙
益

田
孝
翁
伝

』
二
九
三

ー
五
頁

⑧

前
掲

『
自
叙

益
田
孝

翁
伝

』
二
九

三
1
四
頁

ω

前
掲

「
工
部

省
所
管
事
業

の
払
下
げ

と
三
池
炭
鉱

の
払

下
げ
」
八
九
頁

⑧

『
毎

日
新

聞

』
明

治
一
=

年
八
月

二
五
日

(
東
京

大
学
法

学
部
明
治
新
聞

雑

誌
文

庫
所

蔵
。

こ
の
他

の
注
記
し

た
新
聞
雑

誌

は
す

べ
て
国
立
国
会
図
書
館

所

蔵

で
あ
る
)
。
前
掲

『
自
叙

益
田
孝
翁
伝

』
二
九
五
頁

創

佐

々
木
は
益

田
旧

知

の
手
形

ブ

ロ
ー

カ
ー
、
加
藤

は
千
葉

の
豪
農

で
あ

っ

た

(
同
上

書
、

二
九
四
頁
)

㈹

『
毎

日
新
聞

』
明
治

一
=

年
八
月

二
五
日
。

こ
の
他

『
東

京

日
々
新
聞

』

同
八
月

一
九
日
に
同
様
な
趣
旨

の
記
事

が
あ
る
。

㈲

前
掲
三

菱
鉱
業
社

史

』
六
三

ー
四
頁

⑫

『
郵
便
報

知
新
聞

』
明

治

二

一
年
七
月

=

日

⑬

前
掲

『
自
叙
益

田
孝

翁
伝

』
二
九
四
頁

⑳

周

知

の
ご
と
く
明
治
七
年

没
落

し
た
江
戸
期

の
豪

商

で
あ
る
島

田
は
、

『
郵

便
報

知
新
聞

』
二

一
年
八
月

一
四
日
号

に
よ

る
と
、

家
産
再
興

の
た
め
炭
鉱

経
営
進
出

を
企

て
入
札

に
参
加
し

た
と
報

じ
ら

れ
て
い
る
。
ま

た
、
島
田

の
入
れ

た
二
番
札
は
、

三
井

が

一
〇
万
円

で
買

収
を
企

て
失
敗

し
た
と

い
う

(
前
掲

「
三

池
炭

鉱

の
払
下

げ
に

つ
い
て
」
五

〇
頁
)
。

こ
の
他

、

『
朝
野
新
聞

』
八
月

二

一

日
号

は
、
島

田
に

つ
い
て

「
京
都

に
島
田
銀
行

を
設

置
し
、
可

な
り

の
財
産
家

な

る
か
、
実
際

の
営
業

(
三
池
炭
鉱

-
引
用
者
注

)
上

に
は
同
氏

の
み
な
ら
ず
他

に

協

力
す
る

人
あ
る
由
な
り

」
と
、
共
同
経
営
者

(
三
菱

か
)

の
存

在

を
示
唆

し
て

い
る

が
、
入
札

後

に
三
菱

と
の
提
携

が
成
立

し
た
と
も
解
釈

で
き
る
。
し

た
が

っ

て
、
島

田
が
最
初
か

ら
三
菱

の
ダ

ミ
ー
で
あ

っ
た
と

一
概

に
即
断

で
き
な

い
面
も

あ
る
。

㈲

前

掲

『
三
池
鉱
業

所
沿
革
史

』
第

一
巻
前
史

二
、
五
〇
九

-
三
六
頁

㈹

大
蔵

省

は
、

二

一
年
八
月

「
八
日
三
井

に

「
払
下
命

令
書

」
を
交
付
し

、

三
池
炭

坑

の
払
下
げ

を
許

可
し

た
。

こ
の
命
令

書
は
、
第

一
条

で

「
三
池
礦
山

ノ

営
業

権
並
地
所

建
物
船
舶
諸

器
械
備
品
其

他
付
属

一
切
ノ
営
造
物

ハ
明
治
二
十
二
年

一
月

一
日

ノ
現
形

ヲ
以

テ
金
四
百
五
拾

五
万
五
千
円

二
払
下

ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し

な
が
ら

も
、
第
五
条

で

「
礦
山
並
付
属
物

件

ハ
第

二
条

ノ
手

続

ヲ
以
テ
引
渡

ス
ト

錐

ト
モ
払
下
代

金

ノ
完
納

ヲ
了

セ
サ
ル
内

ハ
貸

下
ト

シ
営
業
権
並
付
属
物
件

ノ
所

有
権

ハ
付
与

セ
サ

ル
モ
ノ
ト

ス
」
と
規
定

し
た
。

そ
の
上

第

一
七
条

の

「払

下
代

金
完
納

以
前
礦
山

付
属
地

ノ
樹
木

ハ

一
切
伐
採

ス
ル
ヲ
許
サ

ス
」

と
い

っ
た
よ
う

な
種

々
の
厳

格
な
制
限

も
付

さ
れ

て
い
た
。

こ
う
し

た
命
令

書
か
ら
も

、
松
方
正

義
蔵
相
が

い
か
に
三
池
炭
坑

の
官
有

に
執

着
し

て
い
た
か
を
知

る

こ
と
が

で
き
よ

う
。
と

こ
ろ
で
、
松

方
が

こ

の
よ
う
に
三
池
炭
坑

の
所
有

権
を
明
治
三
五
年

ま
で

政
府

に
保
留
き

せ
よ
う

と
し
た

こ
と
か
ら
、

二
二
年
七
月

三
池

勝
立
坑

の
地
震

に

よ
る
埋
没

事
故
が
起
る

と
、

三
井
と
政
府

の
間

に
そ
の
損
害

負
担
を

め
ぐ
る
複
雑

な
紛
争

を
生

じ
、

や
が

て
三
井

の
政
府

に
た

い
す

る
訴
訟

に
ま

で
発
展
し

て
い
く

の
で
あ
る
。

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
、
前
掲

「
三
池
炭
鉱

の
払

下
げ

に
つ
い
て
」

五

「
ー
六

頁
を
参
照
さ
れ

た
い
。

qの

白
柳
秀

湖

『
中

上
川
彦
次
郎

先
生

伝

』
昭

一
四
、
二

「

「
頁
。
隅
谷

三
喜

男

『
日
本

石
炭
産
業

分
析

』
昭

四
三
、

二
四

二
i
三
頁

⑬

も

っ
と
も
、
三
井

も
、

二
二
年
筑
豊

の
田
川

に
坑

区
を
得
た
。
し

か
し

、

試
掘

を
行

な

っ
た
だ
け

に
止

め
た

(
田
川
市

『
田
川
市
誌

』
昭

二
九
、

二
〇

七
-

八
頁

)
。

㈹

前
掲

『
三
菱
鉱
業
社
史

』
七
三
1
四
頁
。
前
掲

『
田
川
市
史

』
八
六
四
頁
。

な

お
、
明
治

六
年
公
布

の
日
本
坑
法

は
、
坑
区

を
獲
得
す

る

の
に
ま
ず
地
主

の
承

諾
や
地
元
民

の
同
意
を
え

る

こ
と

を
条
件

に
し
て
い
た
。

⑳

前
掲

『
三
菱

鉱
業
社
史

』
七
三
i
八

一
頁
。
岩
崎

弥
太
郎
岩

崎
弥
之

助
伝

記
編
纂
会

『
岩
崎
弥
之

助
伝

』
下
巻
、
昭

四
六
、

一
〇
八
1
九
頁

⑳

三
井

と
三
菱

の
炭
鉱
業

と
多
角
化

の
関
連

に

つ
い
て
は
、
小

林
正
彬

「
財

閥

の
多
角
化

」

(
『
経
済
系

』
第

=

二
集
、
昭
五

二
)
を
参
照

さ
れ

た
い
。

五

む
す
び

以
上
、
官
営
三
池
炭
鉱
払
下
げ
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
、
価
格

の
根
拠
、
入
札

「
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競
争

の
三
点
か
ら
論
述
し
た
。
こ
こ
で
、
と
く
に
重
要
と
考
え
る
こ
と
を
要
約
し

て
お
こ
う
。

ま
ず
、
払
下
げ
の
背
景
と
し
て
、
明
治
前
期
の
官
業

一
般
に
多
少
と
も
共
通
す

る
近
代
工
業

の
模
範
勧
奨
的
性
格
か
ら
著

し
く
飛
離
し
た
営
利
事
業
体
と
し
て
の

発
展
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
強
ま

っ
た
民
間
炭
鉱
業
と
の
競
合
関
係
が
あ

っ
た
。
民

間
炭
鉱
業
は
、
こ
の
時
期
未
だ
前
近
代
的
生
産
形
態
を
広
く
残
存
さ
せ
て
い
た
が
、

高
島
炭
鉱
な
ど
あ
る
程
度
近
代
的
な
出
炭
体
制
を
整
え
、
か
な
り

の
国
際
競
争
力

を
も

つ
炭
鉱
経
営
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
や
が
て
国
内
炭
鉱
業

の
中
心
地

と
な
る
筑
豊
に
お
い
て
も
、
す
で
に

一
定

の
近
代
技
術
を
導
入
し
た
炭
鉱
が
現
わ

れ

つ
つ
あ
り
、
石
炭
生
産
の
拡
大
が
進
ん

で
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
う
し
た
民

間
炭
を
内
外
市
場
に
お
い
て
圧
迫
し
な
が
ら
事
業
規
模
を
拡
大
す
る
三
池
炭
鉱
の

官
営
は
、
民
間
炭
鉱
業
者
か
ら
民
業
圧
迫

の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ

の
上
、
営
利
事
業
と
し
て
の
官
営
は
、
政

府
の
殖
産
興
業
政
策
に
お
け
る
官
業
理

念
と
も
馴
じ
ま
な
い
こ
と
か
ら
、
新
聞
雑
誌
等
に
よ

っ
て
批
判

の
対
象
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

か
く
て
、
三
池
炭
鉱
は
、
官
業
と
し

て
例
外
的
な
高
収
益
に
か
か
わ
ら
ず
、
結

局
民
間

へ
の
払
下
げ
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
払
下
げ
は
、

殖
産
興
業
政
策

の
枠
組
み
の
中
で
行
な
わ
れ
た
他
の
官
業
払
下
げ
と
分
け
て
考
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
決
定
さ
れ
た
三
池
炭
鉱
の
払

下
げ
に
あ
た
っ
て
、
大
蔵
省
は
、
四
〇
〇

万
円
の
高
額
な
払
下
げ
最
低
価
格
を
公
示
し
、
入
札
を
募

っ
た
。

こ
の
四
〇
〇
万

円
な
る
価
格

の
算
定
根
拠
は
、
従
来
か
ら
議
論
の
分
れ
た
問
題
で
あ
る
が
、
大
蔵

省
公
表

の

「
三
池
礦
山

取
調
書
」
を
主
に
検
討
し
た
結
果
、
明
治
六
年
か
ら
二
〇

年
に
い
た
る
過
去

一
四
年
の
平
均
収
益
率

五

・
〇
九

一
%
に
よ
っ
て
二
二
年
以
降

の
年
間
予
想
収
益
二
六
万
余
円
か
ら
資
本
還
元
し
た
評
価
額

五
二
〇
万
余
円
と

二
〇
年
末
の
貯
蔵
物
品
在
高

を
合
計
し
た
五
二
三
万
余
円
を
代
金
完
納
に
よ

っ
て

払
下
げ
が
正
式
に
確
定
す
る
明
治
三
五
年
末

の
実
質
的
払
下
げ
価
格
と
み
な
し
、

こ
れ
か
ら
そ
れ
ま
で
の
割
賦
金

(
前
払
い
金
)
利
子
相
当
額

一
〇
三
万
余
円
と
別

納
の
貯
蔵
物
品
代
金

二
〇
万
円
を

マ
イ
ナ
ス
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
の
結

論
を
得

た
。
し
た
が

っ
て
、
四
〇
〇
万
円
の
価
格
は
、
相
当
合
理
性
の
高

い
算
定

根
拠
を
も

っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
価
格
を
基
準
と
し
た
入
札

の
結
果
、
三
井
は
、
四
五
五
万
五
〇
〇
〇
円
の

最
高
額

に
よ

っ
て
三
池
炭
鉱
を
払
受
け
た
。
三
井

の
有
力
な
対
抗
者
と
噂
さ
れ
た

三
菱
は
、
三
〇
〇
万
円
程
度

を
妥
当
な
価
格
と
見
て
、
入
札

に
直
接
参
加
し
な
か

っ
た
。

こ
う
し

て
三
井
は
、
そ
の
後

の
総
合
財
閥
と
し
て
の
発
展
、
と
く
に
重
工

業
分
野

に
お
け
る
多
角
化
の
有
力
な
根
幹

に
な
る
三
池
炭
鉱
を
獲
得
し
た
の
で
あ

る
。
反
面
、
そ
の
払
受
け
代
金
支
払
い
の
重
圧
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
炭
鉱
事
業

の

規
模
拡
張
を
し
ば
ら
く
見
合

せ
る
こ
と
に
も
な

っ
た
。
と

こ
ろ
で
、
三
菱
は
、
三

池
炭
鉱
払
受
け
の
失
敗
を
挽
回
す
る
よ
う
に
筑
豊
炭
鉱
業

へ
進
出
し
、
や
は
り
炭

鉱
事
業
を
造
船
事
業
に
つ
ぐ
多
角
化
の
有
力
な
根
幹
に
し
て
総
合
財
閥

へ
の
途
を

ひ
ら
い
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
、
三
池
炭
鉱
の
払
下
げ
は
、
そ
の
後

の
三
井
、
三
菱

の
企
業
行
動
に
そ
れ
ぞ
れ
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

(付
記
)

本
稿
は
、
昭
和
五
二
年
四
月

『
経
営
史
学
会

関
東
部
会

』
に
お
け
る
報
告

の

「
部
を
も
と
に
、
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
当
日
、
小
林
正
彬
、
田
中
直
樹
両
氏

な
ど
か
ら
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
賜
わ

っ
た
。
こ
の
機
会
を
か
り
て
厚
く
御
礼
申
し

あ
げ
る
。
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